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は じ め に 

 

 

 

 

 

近年、人口減少、少子高齢化による家族形態の変化、ライフスタイルの多様化など、

社会情勢は大きく変化しており、豊かで活力ある社会を実現するためには、多様な生き

方が尊重され、誰もが能力を発揮することができる男女共同参画社会の実現が不可欠で

す。 

本市では、これまで、平成 18年１月に制定された花巻市男女共同参画推進条例に基

づき、「花巻市男女共同参画基本計画」を平成 19年３月に策定し、『男
ひと

と女
ひと

が、自立し、

対等な人間として尊重し合い、ともに参画するまち』の実現に向けて、男女共同参画施

策の推進に取り組んでまいりました。 

このたび、「花巻市男女共同参画基本計画」の計画期間が終了することから、これま

での成果、市民の意識及び社会情勢の変化等を踏まえ、「第２次花巻市男女共同参画基

本計画」（平成 28年度～平成 35年度）を策定いたしました。 

あらたな計画においては、男女共同参画の理解の促進をはじめ、男女の社会における

参画の促進、男女のワーク・ライフ・バランスの推進、男女間の暴力の防止と根絶を本

計画の基本目標とし、『男女
みんな

が互いに認め合い、ともにきらめくまち』の実現のため、

男女共同参画のより一層の推進に取り組んでまいります。 

今後とも、家庭や地域、事業者、ＮＰＯ法人などの団体との連携、協働により男女共

同参画を着実に推進してまいりたいと存じますので、皆さまの一層のご理解とご協力を

賜りますようお願い申し上げます。 

最後に、この計画の策定にあたり貴重なご意見をいただきました多くの市民の皆さま、

計画策定にご尽力いただきました花巻市男女共同参画審議会委員並びに花巻市男女共

同参画基本計画検討委員会委員、関係者の方々に深く感謝し、厚くお礼を申し上げます。 

 

平成 28年３月  

花巻市長 上 田 東 一 
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第１章 基本的事項                             

 

第１節 計画の社会的背景 

 

１ 男女共同参画に関する世界、国、県の動向 

(1) 世界の動き 

◆女性の自立と地位の向上の取組の始まり 

国際連合（以下「国連」という。）は、昭和 50年（1975年）を「国際婦人年」

と定め、「平等・開発・平和」の３つを目標に掲げ、女性の自立と地位の向上を目

指して世界的行動を行うことを宣言しました。 

 

◆女性の地位向上の戦略目標と具体的行動の取組 

平成７年（1995年）には、第４回世界女性会議（北京）が開催され、ナイロビ

将来戦略の見直しと評価を行い、「行動綱領」とその実現への決意を示した「北京

宣言」が採択されました。 

平成 12年（2000年）には、国連特別総会女性 2000年会議がニューヨークで開

催され、「行動綱領」が各国でどれだけ達成されたかを検討・評価し、また、今後

の各国のとるべき行動目標が成果文書として採択されました。成果文書では、各国

がとるべき行動として、①あらゆる形態の暴力から女性を保護する必要手段をとる

こと、②政策決定過程への女性の参画について明白な目標設定をすること、③育

児・介護について男女が責任を共有化する施策を促進することなどが盛り込まれて

います。 

 

◆東アジアにおける取組 

平成 25年（2013年）には、平成 18年（2006年）に日本が主導し東京で「第１

回東アジア男女共同参画担当大臣会合」が開催した「東アジアにおけるジェンダー＊

の平等を目指して」と題して、テーマ別討論が行われ、ワーク・ライフ・バランス＊

の重要性などが確認されたことから、第５回会合が開催され「ジェンダー主流化－

成果と課題」「女性に対する暴力撤廃」及び「雇用におけるジェンダー差別の撤廃」

をテーマに討議が行われました。 

 

 

 

 

 

ジェンダー：「社会的・文化的に形成された性別」のこと。人間には生まれついての生物学的性別がある一

方、社会通念や慣習の中には、社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」があり、このよう

な男性、女性の別をジェンダーという。 

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）：老若男女誰もが、仕事・家庭生活・地域生活・個人の自

己啓発など、さまざまな活動について、自ら希望するバランスで展開できる状態のこと。 
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(2) 国の動き 

◆女子差別撤廃条約への署名と国内法の策定 

昭和 55年（1980年）に開催された第２回世界女性会議（コペンハーゲン）で、

女子差別撤廃条約の批准を世界に約束する署名をし、その後、国籍法の改正や雇用

の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（以下「男女雇用

機会均等法＊」という。）の公布等により国内法を条約に合うように整備したうえで、

昭和 60年（1985年）に女子差別撤廃条約を批准しています。平成９年（1997 年）

に改正された男女雇用機会均等法は、平成 11年に全面施行され、性的な言動に起

因する問題（セクシュアル・ハラスメント＊）に関する雇用管理上の配慮義務が事

業主に求められました。平成 18年（2006年）の改正においては、性差別禁止範囲

が男性にも拡大されるとともに、妊娠・出産を理由とする不利益取り扱いの禁止、

セクシュアル・ハラスメント対策の強化が盛り込まれました。 

平成 19年（2007年）には、誰もがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上

の責任を果たしながら個人としても健康で豊かな生活を送るため、「仕事と生活の

調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び「仕事と生活の調和推進のため行動

指針」が策定されました。 

 

◆男女共同参画推進における法律等の策定の取組 

平成３年（1991年）に「育児休業法」が成立し、平成７年（1995年）に「育児

休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（育児・介護

休業法）」に改定となり、平成 21年（2009年）の改正では、３歳児未満の子ども

を養育する従業員への短時間勤務や子の介護休暇制度、さらには、父親の育児休業

制度の拡大に加えて、介護のための短期の休暇制度が盛り込まれました。 

平成８年（1996年）に、第４回世界女性会議の成果も視野に入れた「男女共同

参画 2000年プラン」を策定しました。このプランでは、「男女共同参画を推進する

社会システムの構築」、「政策・方針決定過程への女性の参画の拡大」など４項目の

基本目標を掲げ、その下に 11の重点目標を設定し、施策の基本的方向と具体的施

策の内容を示しています（計画の対象期間は平成 12年度まで）。平成 11年（1999

年）には、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を

示し、将来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関す 

 

 

 

男女雇用機会均等法：雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者

の就業に関し、妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的として昭和 47 年

（1972 年）に制定された法律。正式名称は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等

に関する法律」。 

セクシュアル・ハラスメント：継続的な人間関係において、優位な力関係を背景に相手の意思に反して行

われる性的な言動である。単に雇用関係にある者の間のみならず、施設における職員とその利用者と

の間や団体における構成員間など、様々な生活の場で起こり得る。 
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る取組を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画社会基本法＊が制定され

ました。 

平成 13年（2001年）には、内閣府に「男女共同参画会議」が設置されるととも

に「ストーカー行為等の規制等に関する法律」、「配偶者からの暴力防止及び被害者

の保護に関する法律（ＤＶ＊防止法）」が施行されました。ＤＶ防止法は平成 16年

（2004年）及び平成 19年（2007年）の改正で、基本方針も改正され、市町村の基

本計画策定及び配偶者暴力相談支援センター＊（ＤＶ相談支援センター）設置が努

力義務化され、平成 25年（2013年）の改正においては、保護の対象が交際相手に

拡大され、名称が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律＊」

に改められました。 

平成 27年（2015年）６月に、人口減少社会を迎える中で、持続的成長を実現し、

最大の潜在力である「女性の力」の発揮が不可欠であり、企業活動、行政、地域社

会等の現場に多様な視点や創意工夫をもたらすとともに、社会の様々な課題の解決

を主導する人材の層を厚くし、女性のみならず、すべての人にとって暮らしやすい

社会づくりにつなげるため、「すべての女性が輝く社会」の実現を目指すために「女

性活躍加速のための重点方針 2015」を掲げ、８月には、女性の働く意欲を実現に

つなげるねらいとして、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性

活躍推進法）」が制定されました。 

 

◆男女共同参画基本計画の策定 

ナイロビ将来戦略を受けて、昭和 62年（1987年）には 21 世紀に向けて男女共

同参画社会の形成を目指す「西暦 2000年に向けての新国内行動計画」を策定しま

した。 

平成 12年（2000年）12月に、男女共同参画基本計画を策定しました。男女共同

参画基本計画は、男女共同参画社会基本法に基づく国の計画であり、平成 22年

（2010年）までの施策の基本的方向と、各項目における平成 17年度末（2005年度

末）までに実施する国や地方公共団体、国民が具体的に取り組むべき課題や施策を

掲げました。 

 

 

男女共同参画社会基本法：男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的として平成

11 年（1999 年）に制定された法律。男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、国・地方公

共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本

となる事項を定めている。 

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）：配偶者やパートナーなど親密な関係にある者（過去にそのような

間柄にあった者も含む）から振るわれる暴力のこと。「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関

する法律」では、「配偶者（事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む）からの身体に対する不法な

攻撃で生命・身体に危害を及ぼすものまたはこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（過去に受

け、婚姻関係の解消後も、配偶者であった者から引き続き受ける攻撃・言動を含む）」を「配偶者から

の暴力」としている。 
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平成 17年 12月に、防災など取組を必要とする新たな分野を加えて、女性の再チャ

レンジ支援や男性の参画の拡大などの事項が盛り込まれ、平成 18年度（2006年度）

から平成 22 年度（2010年度）までの施策を掲げた「第２次基本計画」を策定しま

した。 

平成 22年 12月には、実行性のあるアクション・プランとするため「男性、子ど

もにとっての男女共同参画」などの施策 15項目を掲げた「第３次基本計画」を策

定しました。 

「第３次基本計画」の計画期間が平成 27年度末に終期を迎えることから、日本

社会全体における状況の変化、女性をめぐる状況の変化、男性の仕事と生活を取り

巻く状況、東日本大震災の経験から得た教訓、女性に対する暴力をめぐる状況、国

際社会への積極的な貢献など社会情勢の変化を踏まえ、平成 27年度に「第４次基

本計画」を策定しました。 

 

(3) 県の動き 

◆男女共同参画プラン及び女性施策専門部署設置 

平成 12年３月、男女共同参画社会基本法の趣旨、理念や県の現状を踏まえ、「い

わて男女共同参画プラン」（平成 12年プラン）を策定しました。 

平成 14年４月、福祉総合相談センターを配偶者暴力相談支援センターに指定し、

10月には、男女共同参画の推進に向けた県の強い意思表明と県の地域特性に応じ

た男女共同参画施策を推進するための根拠を明確にするため、岩手県男女共同参画

推進条例を制定しました。 

平成 15年４月、「青少年女性課」を「青少年・男女共同参画課」に改称しました。

平成 18年４月、男女共同参画センターを開設して、各広域振興局等保健福祉環境

部とともに配偶者暴力相談支援センターに指定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

配偶者暴力相談支援センター：「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」に基づき、被害

者からの相談、医学的・心理学的な指導、緊急時における安全確保・一時保護、就労・住居・保護施

設の利用等に関する情報提供その他の援助を行う。都道府県の婦人相談所その他の施設においてその

機能を果たすこととされ、また、平成 19 年（2007 年）の法改正により、市町村の適切な施設におい

てもその機能を果たすよう努めるものとされた。 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律：配偶者からの暴力（ＤＶの項目参照）に係る

通報・相談・保護・自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るこ

とを目的として平成 13 年（2001 年）に制定された法律。国及び地方公共団体の責務を明らかにする

とともに、配偶者暴力相談支援センターや被害者の保護や保護命令制度に関する事項を定めている。 
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◆法律に基づく計画や条例の策定 

平成 17年には、県における配偶者暴力対策を推進するため「いわて配偶者暴力

防止対策推進計画」を策定しました。 

平成 20年には、ＤＶ防止法の改正を受けて平成 12年９月に策定した「いわて配

偶者暴力防止対策推進計画」を一部改正しましたが、「いわて男女共同参画プラン」

（平成 12年プラン）が平成 22 年度末に終期を迎えることから、「配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護に関する法律」や「次世代育成支援対策推進法＊」等と

の整合を図るため、平成 23年３月に新しい「いわて男女共同参画プラン」を平成

23年度から平成 32年度までの 10年を目標年次として策定し、ＤＶ被害者の相談・

保護、自立に向けた施策の充実が図られました。 

 

◆復興にかかる県の男女共同参画関連施策 

東日本大震災津波からの復旧・復興に多くの若者・女性が様々な形で力を発揮し

ている状況を踏まえ、「復興計画第２期復興実施計画」（平成 26年）において、重

視する視点として「参画」を掲げ、若者・女性をはじめとした地域住民の幅広い参

画により復興の取組を推進することを掲げました。 

少子高齢化社会において労働力人口の減少が見込まれる中、女性の労働力を活用

することは経済活性化のために必要なことであるとともに、東日本大震災津波から

の復興においては、オール岩手での取組が必要であり、特に女性の活躍が求められ

ています。このため、岩手県の女性の活躍を推進することにより復興の加速化を進

め、地域経済活性化に寄与することを目的として、経済団体や産業団体等の関係団

体による、いわて女性の活躍促進連携会議が設置されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次世代育成支援対策推進法：急速な少子化の進行や家庭・地域を取り巻く環境の変化を踏まえ、次代の社

会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される社会の形成に資することを目的として平成 15 年（2003 

年）に制定された法律。子育て家庭への支援その他の子育て環境の整備、雇用環境の整備等の取り組

みに関し、基本理念を定め、国・地方公共団体・事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、次

世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めている。 
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２ 花巻市の取組 

花巻市は、平成 18年１月１日に花巻市、大迫町、石鳥谷町及び東和町の１市３町が

合併し、新市発足と同時に「花巻市男女共同参画推進条例＊」（平成 18年条例第 13 号）

を制定し、第８条において基本計画の策定について定めました。これを受け、平成 19

年３月に男女共同参画基本計画「パートナーシップ創造プラン・はなまき」を策定しま

した。 

この計画により平成 19年度から平成 27年度までの９年間の計画として、施策を展開

し事業を行ってきました。 

平成 19年には、女性団体がお互いの活動を紹介し合い、交流を持つことができるよ

う、まなび学園内に女性団体活動交流スペースを設置しました。現在では、話し合いや、

活動の場として年間 1,000人を超える人が利用しています。 

また、女性たちがいきいきと暮らすことのできる社会を実現するため、市内女性団体

間の交流と連携（ネットワークの構築）を目的に、任意団体として「花巻市女性団体ネ

ットワークの会」が設立され、「女性のつどい」を開催するなど、各女性団体同士が協

働して男女共同参画を推進しています。 

庁内では、ＤＶについての正しい理解を促す研修など、男女共同参画に関する職員研

修を実施してきました。 

また、岩手県が実施している「男女共同参画サポーター＊養成講座」を修了した市民

の「知識と意欲」を市の男女共同参画の推進に活かすため、市は男女共同参画推進員＊

を委嘱しています。男女共同参画推進員は、市民の男女共同参画に関する学習のサポー

トや市の主催事業（男女共同参画推進フォーラム、ＤＶ防止セミナー、女性のつどい等）

のスタッフとして活躍し、さらには、各種団体からの依頼により出前講座で寸劇等を行

うなどして、男女共同参画の意味や必要性を広く周知してきました。 

さらに、男女共同参画情報Ｗｅ（ウィー：男女共同参画を「私たちみんなで考え、み

んなで進めたい」という願いが込められています。）により、男女共同参画の情報発信

を行い啓発に努めてきました。 

 

①男女共同参画サポーター養成講座修了者 69名（平成 28年３月現在） 

②男女共同参画推進員 17名（平成 28年３月現在） 

 

 

 

花巻市男女共同参画推進条例：男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することにより、男女共同参画社

会の実現を図ることを目的として、市が平成 18 年（2006 年）に制定した条例。男女共同参画の推進

に関し、基本理念を定め、市・市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進

に関する施策の基本となる事項を定めている。 

男女共同参画サポーター：岩手県が行う男女共同参画サポーター養成講座を受講し、岩手県知事の認定を

受けた方。 

男女共同参画推進員：「花巻市男女共同参画推進条例」に基づき、地域における男女共同参画を円滑に推進

するため、男女共同参画推進員を配置している。 
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２節 計画の基本的な考え方 

 

１ 計画策定の目的 

平成 19年策定の花巻市男女共同参画基本計画の検証のもと、その成果、市民の意識

及び社会情勢の変化等を踏まえ、新たな課題解決を図るため、本市としての男女共同参

画社会の実現のための施策の基本的方向を定め、施策の展開を行い、総合的・計画的に

推進するために本計画を策定します。 

 

２ 計画の位置づけ 

(1) 本計画は、「花巻市男女共同参画推進条例」（平成 18年条例第 13号）第８条に基

づいて平成 19年３月に策定した「花巻市男女共同参画基本計画」が平成 28年３月

に計画期間を満了することから、これまでの取組の成果、市民の意識及び社会情勢

の変化等を踏まえ、全面的な見直しを実施します。 

 

(2) 「男女共同参画社会基本法」第 14条第３項に定める「市町村男女共同参画計画」

であるとともに、基本目標４「男女間の暴力の防止と根絶」の取組をもって「配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第２条の３第３項に定める

「市町村基本計画」を包含することとし、さらに、平成 27年９月４日に施行され

た「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第６条第２項に定める「市

町村推進計画」に位置づけ、一体として施策の推進を図ります。 

 

３ 計画の期間及び名称 

本計画の期間は、平成 28年度（2016年度）から平成 35年度（2023年度）までの８

年間とし、社会情勢の変化に的確に対応するために、必要に応じて計画の見直しを行い

ます。 

また、本計画の名称を「第２次花巻市男女共同参画基本計画」とします。 
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第２章 花巻市の現状と課題                   

 

第１節 社会情勢の変化 

 

１ 少子高齢化・人口減少 

国勢調査による本市の人口の推移をみると、総人口は平成 12年の 107,175人を頂点

に減少を続けており、今後も減少傾向が続くものと見込まれます。また、年齢３区分別

人口では、０～14歳の年少人口と 15～64歳の生産年齢人口は減少し、65歳以上の老年

人口は増加しており、この傾向は今後も続くものと見込まれます。 

本市における合計特殊出生率（一人の女性が一生に産む子どもの平均数）は、昭和

59年の 2.12を頂点に低下を続け、平成 21年以降は 1.40前後で横ばいとなっています。

平成 25年は 1.46で全国の 1.43を上回ってはいるものの、人口を維持するために必要

といわれる値の 2.07を大きく下回っています。 

高齢化率（総人口に占める 65歳以上人口の割合）は年々上昇を続けており、平成 25

年は 30.5％となっています。また、平成 22年の 65歳以上の高齢者がいる世帯 54.6％

のうち、高齢者夫婦のみの世帯は 17.7％、高齢者のひとり暮らし世帯は 15.8％で、高

齢者のみで構成される世帯は増加しています。 

このように、本市においても全国や岩手県の傾向と同様に、人口減少と少子高齢化が

さらに進むことが予測されます。 

 

＜花巻市の人口＞                       単位：人 

 

※総人口には年齢不詳を含むため、総人口と内訳（年齢３区分人口）の計は一致しない。  
 

資料：国勢調査 

 

＜花巻市の在住外国人の数＞                単位：人 

年 度 平成 21 平成 22 平成 23 平成 24 平成 25 平成 26 

人 数 427 392 345 314 303 289 
 

資料：花巻市統計書                      ※毎年度 9月末現在 

106,747  106,727  107,112  107,175  105,028  
101,438  

21,668  19,357  

17,114  15,374  14,036  12,819  

71,658  71,040  69,687  67,485  
63,802  

59,631  

13,421  
16,329  

20,306  
24,315  27,080  28,869  

0
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＜合計特殊出生率（全国・岩手県・花巻市）＞          単位：人 

 
 
資料：岩手県人口動態統計  

 

 

＜花巻市の高齢化率＞                       単位：％ 

 
 
資料：岩手県人口動態統計  
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＜花巻市の高齢世帯の割合＞                 単位：％ 

 

資料：花巻市高齢者いきいきプラン （平成 27～29年度） 

 

２ 家族形態の変化 

本市の世帯数の推移をみると、総数は増加していますが１世帯当たりの人数は減少し

ており、平成 25年には 2.74人となっています。また、世帯構成別では、「夫婦のみ世

帯」や「夫婦と子どもからなる世帯」、「ひとり親と子どもからなる世帯」のいわゆる核

家族が増加し、「三世代世帯」は減少しています。人口の減少に加え、核家族や単身世

帯の増加など家族形態の多様化が進んでいます。 

 

＜花巻市の世帯数＞                     単位：世帯 

 

資料：岩手県人口動態統計  
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＜花巻市の１世帯あたりの人数＞                 単位：人 

 

資料：岩手県人口動態統計  

 

＜花巻市の世帯構成別の世帯数＞ 

 

資料：国勢調査  

 

３ 女性の年齢階級別労働力（Ｍ字カーブ＊） 

本市における平成 22年の女性の年齢階級別労働力率は、大学や専門学校などを卒業

し就業する 20歳～24歳で急増し、25歳～29歳でさらに高くなりますが、結婚や出産・

子育て期に当たる 30歳代で減少します。子育てなどが一段落する 40歳～44歳で再び

上昇し、いわゆる「Ｍ字カーブ」を描きますが、Ｍ字の谷の部分にあたる 30歳代の労

働力率が平成 12年に比べて上昇していることから、Ｍ字カーブが緩やかになっていま

す。 

また、平成 12年は 20歳代前半から後半にかけて労働力率が低下し始めていますが、

平成 22年は 20歳代後半から 30歳代前半にかけて低下し始めていることから、晩婚化・

晩産化の傾向にあることも伺えます。 
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共働き世帯が増えており、出産・子育て期に当たる年代で働く女性が増えていること

から、希望する人が働き続けるための取組が求められています。 

 

＜花巻市の女性の年齢階級別労働力率＞              単位：％ 

女性の労働力率
H12 H22

15～19歳 13.5 13.0
20～24歳 79.2 73.6
25～29歳 78.4 81.0
30～34歳 74.8 79.2
35～39歳 76.1 78.8
40～44歳 83.8 82.9
45～49歳 84.0 81.3
50～54歳 79.1 80.4
55～59歳 71.1 70.2
60～64歳 51.6 53.0
65～69歳 40.8 34.0
70～74歳 28.7 24.6
75～79歳 14.4 15.3
80～84歳 7.4 8.0
85歳以上 2.0 2.7

総数 55.5 50.5
15～64歳 69.1 69.5
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Ｍ字カーブ：日本の女性の労働力率を年齢階級別にグラフ化したとき、30歳代を谷とし、20歳代後半と

40歳代後半が山になるアルファベットのＭのような形になることをいう。これは、結婚や出産で退職

し、子育てが一段落すると再就職する人が多いことを表している。なお、国際的にみると、アメリカ

やスウェーデン等の欧米先進国では、子育て期における就業率の低下は見られない。 

  

 
資料：国勢調査を基に富士大学附属地域経済文化研究所算出 
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第２節 花巻市男女共同参画基本計画（平成 19～27 年度）の成果と課題 

 

１ 花巻市男女共同参画基本計画（平成 19～27年度）の概要と今後の課題 

花巻市では、花巻市男女共同参画推進条例第３条に掲げる７つの基本理念のもとに、

「男
ひと

と女
ひと

が、自立し、対等な人間として尊重し合い、ともに参画するまち」の実現のた

め、次の基本目標を掲げて計画の推進を図ってきました。 

 

  基本目標１ 男女が互いを尊重し認め合うまち 

  基本目標２ 男女ともに自立し支えあうまち 

基本目標３ 男女が生涯にわたって健康で安心して暮らせるまち 

基本目標４ 男女ともにいきいきと参画できるまち 

 

平成 26年度の市民意識調査＊では、男性と女性の地位が平等になっていると思う人の

割合が前回調査（平成 15年度）に比べて高くなっていますが、その割合に男女間で差

がみられることや、分野によっても男女平等だと感じている人の割合が異なることが分

かりました。 

 

【男性と女性の地位が平等になっていると思うか】 

①年度別（平成 26年度、平成 15年度） 

 

 

市民意識調査：男女共同参画に関する現状を把握することを目的として、平成 15年度と平成 26年度に市

が市民を対象に実施した意識調査をいう。 
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②男女別（平成 26年度） 

 

 資料：市民意識調査（平成 26年度、平成 15年度） 

 

 

これまでの計画に基づいて進めてきた諸施策の成果を踏まえつつ、社会情勢の変化に

も対応しながら、今後、男女共同参画を一層推進するため、次のような課題に取り組ん

でいくことが必要です。 

 

(1) 男女共同参画の理解の促進 

これまで、男女共同参画について理解を促進させるため、講演会などの啓発事業や、

地域において男女共同参画を円滑に推進するために市が委嘱した花巻市男女共同参

画推進員による出前講座などを実施してきました。 

しかし、市民意識調査によると、約半数の人が「男女共同参画社会」という用語の

意味が分からないと答えており、引き続き、地域や職場、学校、メディアなどあらゆ

る場と媒体を通じて、男女共同参画に関する理解を促進させることが必要です。 
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(2) 男女の社会における参画の促進 

社会のあらゆる分野において男女がともにいきいきと参画するためには、多様な人

材の能力活用や多様な視点の導入が必要ですが、現状では、政策・方針決定過程への

女性の参画が十分に図られているとは言えない状況です。 

そのため、市政や地域活動、労働の場などにおいて、女性の積極的な参画を進めて

いくとともに、あらゆる分野において、性別や年齢によって役割が固定されることが

ないよう、男女がともに参画することが必要です。 

 

(3) 男女のワーク・ライフ・バランスの推進 

少子高齢化や人口減少、核家族や単身世帯の増加などが進む中、地域のつながりが

希薄化しています。男女がともに仕事と家庭・地域活動などのバランスを保ち、「仕

事」と「仕事以外の生活」との両方を充実させた働き方・生き方をすることが重要で

す。 

市では、子育て支援や介護サービスの充実を図り、仕事との両立ができるよう取り

組んできましたが、男女が自らの希望する形でワーク・ライフ・バランスを実現する

ためには、社会全体でその趣旨が理解されることが必要です。 

 

(4) 男女間の暴力の防止と根絶 

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）は、人間としての尊厳を傷つける重大な人

権侵害です。ＤＶ被害者は女性が多く、それが起こる背景には、男女の社会的地位や

経済力の格差、性別による固定的な役割分担意識など、これまでの社会的・構造的な

問題があると言われています。男女が社会の対等なパートナーとしてお互いの人権を

尊重し、あらゆる分野においてともに参画するためには、暴力を許さない安全な社会

づくりが重要です。 

市民意識調査では、ＤＶ被害者のうち相談しなかった人の割合が高かったという結

果が出ており、相談窓口のさらなる周知を図るとともに、ＤＶの正しい理解と防止の

ための教育や啓発などに引き続き取り組んでいくことが必要です。また、内閣府の調

査によると若年層のデートＤＶ＊被害も深刻な状況にあることから、若年層に対する

ＤＶ防止教育・啓発の推進が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デートＤＶ：交際相手からの暴力。 
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２ 基本目標ごとの成果と課題 

 

基本目標１ 男女が互いを尊重し認め合うまち 

 

(1) 成果 

○ 男女共同参画に関する講演会や学習講座の開催、市が委嘱している男女共同参

画推進員による出前講座の実施、広報紙やホームページ等による情報提供などを

通じて、男女共同参画社会の実現に向けた意識づくりを図ってきました。 

まちづくり市民アンケート＊では、「男女共同参画社会」という用語の意味を知

っている人の割合がわずかながら増加しています。 

 

「男女共同参画社会という言葉・意味を知っている市民の割合」 

（まちづくり市民アンケート） 

平成 18 年度 平成 22 年度 平成 26 年度 
平成 27 年度 

目標値 

42.0％ 49.6％ 48.9％ 66.0％ 

 

「男女の平等が図られていると感じる市民の割合」 

（まちづくり市民アンケート） 

 平成 18 年度 平成 22 年度 平成 26 年度 
平成 27 年度 

目標値 

職場・学校 43.3％ 52.2％ ― 50.0％ 

地域 39.9％ 47.3％ ― 50.0％ 

社会全体 ― ― 43.8％ ― 

 

(2) 課題 

○ まちづくり市民アンケートにおいて「男女共同参画社会」という用語の意味

を知っている人の割合が増加しているものの、いまだ半数近くの人が「意味が

分からない」と答えており、男女共同参画に関する認識や意義について、今後

も継続的な啓発が必要です。 

○ 男女の人権の尊重と暴力根絶に向けた意識づくりを推進するため、ＤＶ防止

に関するセミナーの開催や広報紙等による啓発、相談窓口の周知などを行って

きました。 

しかし、市民意識調査では、ＤＶを受けたことや見たことがある人のうち相談

しなかった人が多いという結果になっており、どこに相談することができるのか

を広く周知することが必要です。 

 

まちづくり市民アンケート：「花巻市まちづくり総合計画」に掲げる施策ごとの成果指標の現状値を把握し、

目標値を設定するための資料を作成するとともに、市政への市民参画を促進することを目的として、

市が市民を対象に毎年度実施している意識調査をいう。 
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また、デートＤＶなど、ＤＶだと本人が気づいていない場合があるため、ＤＶ

に関する正しい知識を広めることが重要です。 

 

【DV を受けたことや見たことがある場合、誰かに相談したか】(すべて選択) 

       
回答者数:人 

   
ｎ＝362 

 
 

 
 

      

     
いない。 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       
       資料：花巻市男女共同参画基本計画見直しにかかるアンケート調査（Ｈ26市民意識調査） 

 
  

基本目標２ 男女ともに自立し支え合うまち 

 

(1) 成果 

○ 仕事と家庭、地域生活を両立することができるよう、保育園、幼稚園の認可定

員数の増員や学童クラブ、ファミリーサポートセンターの設置など、子育て環境

の整備を進めてきました。また、こどもセンターや地域子育て支援センターにお

ける子育て相談や子育て講習会などを実施し、安心して子育てができるよう子育

て支援体制の充実を図ってきました。 

まちづくり市民アンケートでは、「子育てしやすいまちだと感じる市民の割合」

が増加しています。 

 

「子育てしやすいまちだと感じる市民の割合」（まちづくり市民アンケート） 

平成 18 年度 平成 22 年度 平成 26 年度 
平成 27 年度 

目標値 

48.2％ 56.9％ 55.7％ 60.0％ 

 

○ ジョブ・カフェによる就業相談や技術講習、セミナー等を実施し、就業機会の

拡大と就業支援の充実を図るとともに、家族経営協定締結の推進、女性農業者へ

の支援を実施し、農業経営等における女性の参画の促進を図ってきました。 

 

 「家族経営協定締結件数（累計）」 

平成 18 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

76 件 106 件 118 件 122 件 

83(22.9%) 

79(21.8%) 

9(2.5％) 

6(1.7％) 

5(1.4%) 

5(1.4%) 

0 

14(％) 

125(34.5％) 

家族 

友人・知人 

警察 

市役所の相談員 

民生委員 

市外の相談窓口 

配偶者暴力相談支援センター 

その他 

相談しなかった 

H26 
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(2) 課題 

○ 市民意識調査では、「女性は職業をもったほうがよい」という回答が前回調査

（平成 15 年度）に比べて増加しており、また、その考えに男女間で差がみられ

ません。しかし、同調査結果を見ると、家庭生活における食事の支度や洗濯など

の家事、育児や介護などは、主に女性が担っているのが現状といえます。 

このことから、性別に基づく固定的な役割分担意識の解消に努めるとともに、

男性も家事・育児・介護に参加しやすい環境づくりが必要です。 

 

【女性が職業を持つことについて】 

 

回答者数:

人            

ｎ＝874 
 

   

 

   
 

        
 

        
 

        
 

        
 

 

   

 

   

 

 

 
 

     

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         
【家事などを主に誰が行っているか】 

 
※「該当なし」という回答を除き、割合を再計算。  

資料：市民意識調査（平成 26年度、平成 15年度） 

4.0% 

1.7% 

4.3% 

4.1% 

0.3% 

7.3% 

7.0% 

32.0% 

59.0% 

75.3% 

62.6% 

70.1% 

61.6% 

56.1% 

50.4% 

23.0% 

22.7% 

7.3% 

18.0% 

11.4% 

28.7% 

16.2% 

31.9% 

32.8% 

14.3% 

15.7% 

15.1% 

14.4% 

9.4% 

20.4% 

10.7% 

12.2% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

買い物   

食事の支度   

掃除   

洗濯   

育児   

介護   

学校行事   

地区行事   

H26 

主に夫 

主に妻 

夫婦で同

程度 

その他の

人 

68.6% 

1.3% 

3.8% 

25.5% 

0.8% 

H26 女 
職業を持ったほうがよい 

結婚するまでは、職業を持つ方

がよい 

子どもができるまでは、職業を

持つ方がよい 

子どもができたら職業をやめ、

大きくなったら再び職業を持つ

方がよい 

職業を持たない方がよい 

66.8% 

2.9% 

7.1% 

22.4% 

0.8% 

H26 男 
職業を持ったほうがよい 

結婚するまでは、職業を持つ方

がよい 

子どもができるまでは、職業を

持つ方がよい 

子どもができたら職業をやめ、

大きくなったら再び職業を持つ

方がよい 
職業を持たない方がよい 

33.8% 

17.1% 

1.1% 1.9% 

34.5% 

4.1% 
7.5% 

H15 

職業を持ったほうがよい 

片方が職業を持てばよい 

結婚するまでは、職業を持つ方がよ

い 

子どもができるまでは、職業を持つ方

がよい 

子どもができたら職業をやめ、大き

くなったら再び職業を持つ方がよい 

職業を持たない方がよい 

わからない 

67.7% 

2.0% 

5.3% 

24.2% 

0.8% 

H26 

職業を持ったほうがよい 

結婚するまでは、職業を持つ方

がよい 

子どもができるまでは、職業を持

つ方がよい 

子どもができたら職業をやめ、

大きくなったら再び職業を持つ

方がよい 
職業を持たない方がよい 
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○ 市民意識調査では、男女が共に仕事と家庭、地域生活を両立するためには「育

児・介護休業制度を利用しやすい職場環境の整備」を望む声が多く、また、女性

が仕事を続けてくためには「職場の理解と協力」が必要と回答している人が多い

という結果になっています。 

このことから、ワーク・ライフ・バランスを実現させるためには、長時間労働

の削減や育児休業取得などの促進が図られるよう市民と事業所の双方に向けた

啓発が必要であるとともに、保育サービスや学童クラブ、グループホームの充実

を図ることが必要です。 

 

【男女が共に「仕事」、「家庭生活」、「地域・個人生活」を両立するには何が必要か】(3 つ以内選択) 

         
回答者数:人                                                      ｎ＝874 

 
 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

 

 

【女性が仕事と育児・介護等を両立していくために必要と考えるもの】(3 つ以内選択) 

        
回答者数:人 

  
ｎ＝874 

   
 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
資料：花巻市男女共同参画基本計画見直しにかかるアンケート調査（Ｈ26市民意識調査） 

    

 

 

    472 (54.0%) 

367 (42.0%) 

326 (37.3%) 

285  (32.6%) 

284 (32.5%) 

239 (27.3%) 

181  (20.7%) 

91 (10.4%) 

60 (6.9%) 

59 (6.8%) 

19 (2.2%) 

育児休業・介護休業制度を利用しやすい職場環境の整備 

労働条件面や昇進、昇格の機会で男女差の解消 

保育・介護サービスの向上 

柔軟な勤務制度の導入など 

育児や介護のために退職した職員の復職など 

金銭面での支援の充実 

固定的性別役割分担意識の解消 

家庭や学校における男女平等教育 

研修や職業訓練の機会の確保 

相談できる窓口の設置 

その他 

H26 

    639 (73.1%) 

417 (47.7%) 

382  (43.7%) 

364 (41.6%) 

358 (41.0%) 

244 (27.9%) 

70 (8.0%) 

15 (1.7%) 

職場の理解と協力 

育児休業制度等の普及啓発 

労働時間短縮・選択制 

育児・介護支援施設の拡充 

家族の理解と協力 

男女ともに育児・介護を担う 

研修や職業訓練などの就業支援 

その他 

H26    
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基本目標３ 男女が生涯にわたって健康で安心して暮らせるまち 

 

(1) 成果 

○ 保健推進員や食生活改善推進員による地域における健康づくりの充実を図り、

市民が自分自身の健康状態を確認し、健康づくりの意識を高められるよう様々な

健康づくり啓発事業に取り組んできました。 

まちづくり市民アンケートでは、「定期的に健康診断などを受けている市民の

割合」が増加しています。 

 

「定期的に健康診断などを受けている市民の割合」（まちづくり市民アンケート） 

平成 18 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

― 60.9％ 61.6％ 70.0％ 

 

○ 安心して妊娠・出産ができるための母子保健水準の維持向上や女性のライフス

テージに応じた健診の実施など、生涯を通じた女性の健康支援を推進してきまし

た。平成 26年度の妊婦一般健康診査受診率は 98.8％となっています。 

 

○ 介護予防の推進や介護サービスの充実など介護を社会的に支える体制の整備

を図るとともに、介護がしやすい住宅整備の促進など、高齢者等が安心して暮ら

せる環境づくりを推進してきました。 

また、シルバー人材センターによる高齢者の就業機会の提供や高齢者学級等の

学習機会の提供により、高齢者の社会参加と生きがいづくりを推進してきました。 

 

「高齢者が必要なときに必要なサービスを受けていると感じる市民の割合」 

（まちづくり市民アンケート） 

平成 18 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平茂 26 年度 

― 73.9％ 70.6％ 72.7％ 

 

(2) 課題 

○ 現在では、インターネットの普及などにより、性をめぐる問題が若年層で拡大

していることから、発達段階に応じた性に関する正しい知識と生命に関する教育

が必要です。 

また、各年齢層においても、男女が互いの身体的性差を十分に理解し合い、人

権を尊重しつつ、相手に対する思いやりを持つことができるよう、性や健康に関

する理解が必要です。 
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基本目標４ 男女ともにいきいきと参画できるまち 

 

(1) 成果 

○ 市の審議会等に占める女性の割合は、目標値（平成 27年度において 35％）に

は達しなかったものの徐々に増加しており、市政懇談会への女性の参加割合も増

加しているなど、政策・方針決定等への女性の参画が進んできています。 

 

「市審議会委員等に占める女性の割合」 

平成 18 年度 平成 22 年度 平成 27 年度 
平成 27 年度 

目標値 

24.6％ 26.6％ 31.2％ 35.0％ 

  

「市政懇談会に参加した女性の割合」 

平成 18 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

― 12.5％ 13.7％ 17.5％ 

 

○ 地域活動への男女の参画を促すため、様々な分野に対応した講座を開催するな

ど、学習機会や研修機会を提供し、地域づくり・まちづくりへの参画が進んでき

ています。 

 

「まちづくり活動に参加している市民の割合」（まちづくり市民アンケート） 

平成 18 年度 平成 22 年度 平成 26 年度 
平成 27 年度 

目標値 

64.0％ 72.9％ 82.7％ 83.0％ 

 

○ 国際交流事業や国際理解教育等を通じて、国際化への対応と交流の推進を図っ

てきました。また、日本語講座などにより、在住外国人等への支援にも取り組ん

できました。 

 

(2) 課題 

○ 市の審議会等に占める女性の割合は以前より上昇していますが、平成 27 年度

における目標値（35％）には達していません。引き続き、審議会等への女性の登

用促進を図る必要があります。 

 

○ 市民意識調査では、社会の方針決定等への女性の参画が進まない原因として、

「役員などには男性がなるほうがよいと思っている人が多い」、「女性の登用に対

する意識や理解が足りない」、「女性自身が役職に対する関心やチャレンジ精神が

ない」ということが男女共から挙げられました。 

社会の方針決定等への女性の参画を進めるためには、男女ともに理解すること

や女性の能力向上、女性リーダーの育成が必要です。 
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【自治会、PTA などの役職、議員や委員会等委員への女性の進出が進まない原因】(3 つ以内選択) 

回答者数：人 

 

 

資料：花巻市男女共同参画基本計画見直しにかかるアンケート調査（Ｈ26市民意識調査） 
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第３章 計画の基本理念と基本目標                

 

第１節 基本理念 

 

男女の基本的人権が尊重され、急速な社会状況の変化に対応できる活力ある社会にす

るためには、男女共同参画社会の形成が不可欠であるという認識のもと、花巻市男女共

同参画推進条例第３条に掲げる７つの基本理念のもとに、この計画を推進していきます。 

 

(1) 男女の人権の尊重 

家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、男女の個人としての

尊厳が重んじられること、性別による差別的取扱いを受けないこと、個人としての能力

を発揮する機会が確保されること、その他の男女の人権が尊重されること。 

 

(2) 社会の制度や慣行についての配慮 

性別による固定的な役割分担等に基づく社会における制度や慣行が、男女の社会にお

ける活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよう配慮すること。 

 

(3) 男女の精神的・経済的・生活的自立 

男女が、共に精神的、経済的及び生活的に自立することの必要性を自覚し、自ら主

体的に責任を持ってあらゆる分野における活動を決定できるようにすること。 

 

(4) 施策等の立案及び決定への共同参画 

男女が、社会の対等な構成員として、市における施策及び事業者における方針の立

案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。 

 

(5) 家庭生活と職業等の活動の両立 

家族を構成する男女が、相互の理解と協力及び社会の支援の下に、子育て、家族の

介護その他の家庭生活における活動及び家庭生活以外の活動に対等に参画することが

できるようにすること。 

 

(6) 性と生殖に関する健康と権利＊の尊重 

男女が、互いの性に関する理解を深め、妊娠及び出産に関してその意思が尊重され

るとともに、女性の生涯にわたる健康の維持が図られるようにすること。 

 

(7) 国際的な取組への理解及び協調 

男女共同参画の推進は、国際的な理解及び協調の下に行われるようにすること。 
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第２節 基本目標 

 

基本理念に基づき、「男女
みんな

が互いに認め合い、ともにきらめくまち」の実現のため、

次の４つの基本目標を掲げて、計画の推進を図ります。 

 

基本目標１ 男女共同参画の理解の促進 

基本目標２ 男女の社会における参画の促進 

基本目標３ 男女のワーク・ライフ・バランスの推進 

基本目標４ 男女間の暴力の防止と根絶 

 

 

第３節 計画の推進にあたっての施策 

 

１ 施策の体系 

基本目標に基づく施策の体系は次頁のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）：1994年にカイロで開催された国際

人口・開発会議において提唱された概念で、今日、女性の人権の重要な一つとして認識される。リプ

ロダクティブ・ヘルス／ライツの中心課題には、いつ何人子どもを産むか産まないかを選ぶ自由、安

全で満足のいく性生活、安全な妊娠・出産、子どもが健康に生まれ育つことなどが含まれている。ま

た、思春期や更年期における健康上の問題等生涯を通じての性と生殖に関する課題が幅広く議論され

ている。 
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『男女
み ん な

が互いに認め合い、ともにきらめくまち』 
 

 

(5) 国際的な取組
　　への理解及び
    協調

① 国際的視野に立った男女共同参画に関する情報提供

② 在住外国人等への支援

 
 
 
 

基
本
目
標
１

 
 
 
 

男
女
共
同
参
画
の
理
解
の
促
進

(1) 男女共同参画に
　　関する意識啓発

① 男女共同参画推進講演会等の開催

(2) 男女共同参画に
　　関する教育や学
　　習機会の充実

① 男女共同参画に関する学習機会の提供

② 男女共同参画推進員による出前講座の実施

③ 男女共同参画を推進する人材の育成

④ 人権教育、男女平等教育の推進

(3) 男女共同参画に
　　関する情報の収
　　集と提供

① 広報紙やホームページ等による男女共同参画に関する情報提供

(4) 性に関する理解
　　の促進と生命の
　　尊重

① 児童生徒に対する発達段階に応じた性と生に関する教育の充実

② 各年齢層に対する性や健康に関する情報の提供

③ 性的少数者への差別や偏見の解消に向けた情報の提供

② 女性が参画しやすい環境づくりの推進

(2) 地域活動におけ
     る男女共同参画
     の促進

① 市民団体活動への支援

② 地域団体等への女性の参画促進

③ 防災分野における女性の参画促進

④ 高齢者等の社会参加の促進・生きがいづくりの推進

① 事業所への男女共同参画に関する啓発

② 雇用機会均等法ほか関係法令の周知啓発

③ 職場における各種ハラスメント防止に関する啓発

④ 農業や自営業における女性の経営参画の促進

(4) 個人の能力を発
　　揮するための支
　　援

① 女性の能力向上・女性リーダー育成の支援

② 再就職などのための相談や職業能力開発の促進

③ 労働環境に応じた技能習得等の支援

(3) 労働の場におけ
　　る男女共同参画
　　の促進

(5) 生涯を通じた女
　　性の健康支援

① ライフステージに応じた健康支援

(6) ひとり親家庭等
　　に対する支援

① ひとり親家庭等のニーズに対応した各種自立支援

　
　
 
 
 
 

基
本
目
標
２

 
 
 
 
 
 

男
女
の
社
会
に
お
け
る
参
画
の
促
進

(1) 政策・方針決定
　　過程への女性の
　　参画促進

① 審議会等への女性の登用促進
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＜施策の体系図＞ 
 

 

 

※１ 基本目標４「男女間の暴力の防止と根絶」を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

等に関する法律（平成 13年４月 13日法律第 31号）」第２条の３第３項の規定に基づく「市

町村基本計画」とし、この計画の名称を「花巻市配偶者暴力防止対策基本計画」とします。 

 

※２ この計画全体を「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27年９月４日

法律第 64号）」第６条第２項の規定に基づく「市町村推進計画」に位置づけ、「花巻市男

女共同参画基本計画」と一体として施策を推進します。 

  

(5) 仕事と家庭や地
　　域活動の両立支
    援

① 男性の家事・育児・介護への参加促進

② 長時間労働の削減や育児休業取得などの促進

 
基
本
目
標
３

 

男
女
の
ワ
ー

ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
推
進

(1) ワーク・ライフ・
　　バランスの実現
　　に向けた意識づ
　　くり

① ワーク・ライフ・バランスに関する市民への啓発事業の推進

(2) ワーク・ライフ・
　　バランスの実現
    に向けた事業所
    への啓発

① ワーク・ライフ・バランスに関する事業所への啓発事業の推進

(3) 仕事と子育ての
　　両立支援

① 保育サービスや子育て支援の充実

(4) 仕事と介護の両
　　立支援

① 介護サービスの充実

②介護サービスを利用しやすい環境づくりの推進

 
基
本
目
標
４

 

男
女
間
の
暴
力
の
防
止
と
根
絶

(1) ＤＶの正しい理
　　解と防止のため
　　の教育と啓発

① ＤＶに関する啓発事業の推進

② 若年層に対するＤＶ防止教育の推進

(2) ＤＶ被害者に配
　　慮した相談の実
　　施

① 各種相談の実施

② ＤＶ防止に関する市職員研修の実施

③ 広報紙やホームページ等によるＤＶ相談窓口の周知

(3) ＤＶ相談窓口の
　　相互連携強化

① 関係機関との連携強化による被害者支援
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２ 基本目標ごとの施策の展開 

 

基本目標１ 男女共同参画の理解の促進 

 

(1) 男女共同参画に関する意識啓発 

男女共同参画社会の実現のためには、個人の尊厳と男女平等の理念を浸透させる必

要があります。そのためには、人々の意識の中に形成された性別に基づく固定的な役

割分担意識や性差に対する偏見を解消することなどが必要です。 

男女共同参画について理解することは、男女共同参画社会を形成していくうえで最

も基本となる重要な部分です。また、市が様々な取組を進めていく際にも、全ての取

組の根幹となるものです。 

市民意識調査によると、「男女共同参画社会」という用語の意味を知っている人は

年々増えてきているものの、いまだ半数近くの人が「意味が分からない」と答えてお

り、更なる意識づくりが必要です。 

男女共同参画に関する認識や意義について、男女問わず全ての世代の人が理解を深

められるよう、草の根的な活動により、さらに啓発事業を推進します。 

 ＜施策の展開＞ 

①男女共同参画推進講演会等の開催 

 

 

(2) 男女共同参画に関する教育や学習機会の充実 

市は、地域における男女共同参画を円滑に推進するため、男女共同参画推進員を 

委嘱し、地域や学校及び事業所などへ出前講座を実施するなど、学習機会を提供しま

す。 

また、男女共同参画サポーター養成講座の受講を推進することなどにより、男女共

同参画を推進する人材の育成を行います。 

さらに、学校教育において授業や様々な行事などを通じ、幼少時から人権の尊重、

男女平等や男女相互の理解と協力の重要性、家族や家庭生活の大切さなどの教育を推

進します。 

＜施策の展開＞ 

①男女共同参画に関する学習機会の提供 

②男女共同参画推進員による出前講座の実施 

③男女共同参画を推進する人材の育成 

④人権教育、男女平等教育の推進 

 

 

(3) 男女共同参画に関する情報の収集と提供 

男女の社会における活動や個人の生き方が多様化する中で、男女共同参画に関する

意識や実態などについて可能な限り男女別に把握し、効果的に男女共同参画の理解の

促進を図るため、国などの取組や統計情報、関連する各種制度等について広報紙やホ

ームページ等により情報提供を行います。 
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 ＜施策の展開＞ 

①広報紙やホームページ等による男女共同参画に関する情報提供 

 

 

(4) 性に関する理解の促進と生命の尊重 

現在では、テレビやインターネットの普及により、様々な情報が溢れる時代となっ

ています。これにより、特に若者においては、デートＤＶや性感染症など性をめぐる

問題が拡大しています。そのため、学校教育における性教育や赤ちゃん・幼児とふれ

あう体験教室など、児童生徒が互いの性を尊重し、責任ある行動をとることができる

よう、発達段階に応じた性や生命に関する教育の充実に努めます。 

また、男女が互いの身体的性差を十分に理解し合い、人権を尊重しつつ、相手に対

する思いやりを持つことができるよう、各年齢層において性に関する理解の促進を図

ります。 

さらに、性的少数者＊への差別や偏見の解消に向けた情報の提供を行います。 

 

＜施策の展開＞ 

①児童生徒に対する発達段階に応じた性と生に関する教育の充実 

②各年齢層に対する性や健康に関する情報の提供 

③性的少数者への差別や偏見の解消に向けた情報の提供 

 

 

(5) 国際的な取組への理解及び協調 

男女共同参画を推進するためには、国際的視野に立った男女共同参画に関する情報

提供を行うことにより、国際的な潮流を踏まえながら理解を深める必要があります。

そのため、「女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」などの国際的規

範や国際社会の取組について情報提供を行います。 

また、政治や経済、文化などあらゆる分野で国際化が進む中、多様な文化、伝統、

習慣の違いなどを理解し、人種や国籍などによらずお互いの人権を尊重することが重

要です。そのため、国際理解を深めるための事業を推進しながら在住外国人等と積極

的に交流を図るとともに、日本語講座や生活支援事業などにより外国人等の暮らしを

支援します。 

  

＜施策の展開＞ 

①国際的視野に立った男女共同参画に関する情報提供 

②在住外国人等への支援 

 

 

性的少数者：ＬＧＢＴや自分を男女どちらとも思わないＸジェンダーなど、多数派とは違う性のあり方を

もつ人を含む。ＬＧＢＴはレズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男性同性愛者）、バイセクシュアル（両

性愛者）、トランスジェンダー（性同一性障害を含む身体の性に違和感をもつ人）の頭文字。 
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基本目標２ 男女の社会における参画の促進 

 

(1) 政策・方針決定過程への女性の参画促進 

市では、平成 27年度までに審議会等委員に占める女性の割合 35％を目標に取組を

進めてきましたが、平成 27年 10月１日時点での割合は、31.2％で目標を達成するこ

とができていない状況です。また、市の審議会等については、条例等で委員を職指定

する規定があることや登用する分野に女性の専門家が少ない、団体推薦の場合に団体

が推薦し得るポストに女性が就任していないなどという課題があることも明らかに

なりました。 

市政への女性の参画促進のためには、今後も継続して審議会等への女性委員の登用

の促進を図る必要があり、登用率の向上にあたっては、男女いずれの委員の登用率も

30％以上の割合となるよう委嘱の事務を行う職員の意識啓発を図るとともに、女性が

参画しやすい環境づくりを推進します。 

また、市において方針決定過程への女性の参画を促進させるため、人材育成を図り

ながら、市の管理職のうちの女性の割合（平成 27年４月１日現在 10.5％）を高める

ことに努めます。 

  

＜施策の展開＞ 

①審議会等への女性の登用促進 

②女性が参画しやすい環境づくりの推進 

 

 

(2) 地域活動における男女共同参画の促進 

高齢者の生活支援や子育て支援、防災や環境保全活動など地域における様々な活動

は、性別や年齢によって役割が固定されることがないよう、男女ともに各年齢層の参

画が必要です。このことから、地域活動に男女共同参画の視点が反映されるよう、地

域へ男女共同参画の意義などについて普及啓発を行うとともに、男女共同参画を推進

する団体などの活動を支援します。 

特に防災分野では、これまで女性の活躍の場が少なく、女性の視点に立ったニーズ

が反映されにくい状況もあったことから、東日本大震災の経験を踏まえて防災におけ

る意思決定過程の場への女性の参画も含めて、自主防災組織等の地域活動への女性の

参画を促進します。 

また、近年では高齢化とともに核家族化が進み、一人暮らしの高齢者や高齢夫婦の

みの世帯が年々増加しているため、高齢者が閉じこもることなく、地域でいきいきと

活動できるよう、文化・スポーツ活動などの生きがいづくりや心身の健康づくりに加

え、ボランティア活動・地域活動などの社会参加を促進します。 
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＜施策の展開＞ 

①市民団体活動への支援 

②地域団体等への女性の参画促進 

③防災分野における女性の参画促進 

④高齢者等の社会参加の促進・生きがいづくりの推進 

 

 

(3) 労働の場における男女共同参画の促進 

労働の場において女性の活躍が進むことは、女性だけではなく、男女がともに仕事

と生活を両立できる暮らしやすい社会の実現にもつながります。このことから、男女

共同参画に関する出前講座などにより事業所への周知・啓発を行うほか、広報紙等に

より男女共同参画に率先して取り組んでいる事業所の紹介をするなどの情報提供を

行います。 

また、雇用の場において、男女が個人としての能力を発揮しながらいきいきと働き

続けるためには、男女の均等な機会と待遇を確保することが不可欠です。性別を理由

とする採用・配置・昇格などの差別的取扱いやセクシュアル・ハラスメントやパワー

ハラスメント＊などの職場における各種ハラスメントをなくする社会環境づくりを進

める必要があります。このことから、男女雇用機会均等法の趣旨が正しく理解される

よう、事業主と労働者双方への周知・啓発を行います。 

さらに、農業や自営業においては、固定的性別役割分担意識や古い慣習等が残って

おり、女性の経営参画を促進する妨げの一因となっています。男性と女性が対等なパ

ートナーとして経営などに参画できるよう、女性の経営上の位置づけを明確化するな

どの環境整備を推進します。 

  

＜施策の展開＞ 

①事業所への男女共同参画に関する啓発 

②雇用機会均等法ほか関係法令の周知啓発 

③職場における各種ハラスメント防止に関する啓発 

④農業や自営業における女性の経営参画の促進 

 

 

(4) 個人の能力を発揮するための支援 

様々な分野において男女がともに参画し活躍するためには、個人の能力開発や人材

育成が必要です。特に女性がさらに参画するために、女性リーダーの育成に関する研

修会など学習や交流機会の充実を図り、多様な人材の育成を推進します。 

 

パワーハラスメント：同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景

に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。

上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して様々

な優位性を背景に行われるものも含まれる。 
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また、雇用の場において、子育てや介護が一段落した人が再就職などを希望する場合、

あるいは、新しい分野への職業転換を希望する場合には、新たな技能を身に付けるな

ど職業能力の向上が必要です。このことから、就労に関する相談体制の充実や技能訓

練の実施など継続した支援を行います。 

  

＜施策の展開＞ 

①女性の能力向上・女性リーダー育成の支援 

②再就職などのための相談や職業能力開発の促進 

③労働環境に応じた技能習得等の支援 

 

 

(5) 生涯を通じた女性の健康支援 

男女があらゆる場面でともに参画するためには、男女がお互いの身体的性差を理解

し合い、人権が尊重される社会・環境づくりが必要です。 

特に女性は、生涯を通じて心身の状況が大きく変化する特性があることから、女性

が体力的・気力的に安心して活動することができるよう、妊娠・出産に対する支援や

婦人科健診の実施などライフステージに応じた切れ目のない心身の健康支援を行い

ます。 

 

＜施策の展開＞ 

①ライフステージに応じた健康支援 

 

 

(6) ひとり親家庭等に対する支援 

ひとり親家庭の推移を国勢調査結果から見ると、全体的に増加しており、そのうち

父子家庭は横ばいですが、母子家庭は著しく増加しています。母子家庭は、正規の職

員・従業員でない場合や年収が低い傾向にあります。一方、父子家庭であっても経済

的に厳しい状況に置かれている場合もあることから、支援を必要とする家庭が将来的

に自立した生活を送れるよう、相談体制の充実や就業・生活面での制度・環境整備な

どにより、世帯や子どもの実情に応じた支援を継続して行います。 

 

＜施策の展開＞ 

①ひとり親家庭等のニーズに対応した各種自立支援 
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基本目標３ 男女のワーク・ライフ・バランスの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた意識づくり 

すべての人が、「仕事」と子育てや介護、趣味や学習、休養、地域活動などの「仕

事以外の生活」との調和をとり、その両方を充実させた働き方・生き方をすることが

重要です。 

仕事と仕事以外の生活の好循環を生み出すワーク・ライフ・バランスを実現するこ

とは、社会経済の活性化や一人ひとりの生活の充実につながるものです。その趣旨が

正しく理解され、性別や世代に関わりなく、社会全体で推進されるよう周知・啓発を

行います。 

 

＜施策の展開＞ 

①ワーク・ライフ・バランスに関する市民への啓発事業の推進 

 

 

(2) ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた事業所への啓発 

事業所においてワーク・ライフ・バランスを推進することは、人材の確保や定着、

従業員の仕事への意欲向上だけではなく、生産性や売り上げの向上、事業所のイメー

ジアップなどのメリットがあります。 

ワーク・ライフ・バランスの推進には事業所の理解と積極的な取組が不可欠である

ことから、その趣旨が正しく理解されるよう事業所への周知・啓発を行います。また、

長時間労働の削減など働き方の見直しや子育て・介護などのライフイベントに対応し

た多様で柔軟な働き方が社会全体で推進されるよう、事業所への働きかけを行います。 

 

 

○ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和） 

老若男女誰もが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々な活動につ

いて、個人の事情や希望や、人生の段階に応じて、自ら希望するバランスで展開できる

状態を進めようとすることです。 

具体的には、働き方を見直して仕事の効率を高めることで、時間的余裕が生まれ、そ

れとともに、仕事の成果も高まり、個人の生活全般が充実します。このことによって、

個人の意欲や創造性が高まり、さらなる仕事の充実にもつながるという、「仕事の充実」

と「仕事以外の生活の充実」の好循環が、多様性に富んだ活力ある社会を創出するとす

る考え方です。 

なお、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を実現するために、国は「ワ

ーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議」において、平成 19 年 12 月 18 日に「仕

事と生活の調和（ワーク･ライフ･バランス）憲章」及び「仕事と生活の調和推進のため

の行動指針」を策定しました。 

（平成 19 年７月の「『ワーク・ライフ・バランス』推進の基本的方向報告」（男女共同参画会議 仕事

と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）に関する専門調査会）より） 
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＜施策の展開＞ 

①ワーク・ライフ・バランスに関する事業所への働きかけ 

 

 

(3) 仕事と子育ての両立支援 

市が平成 26年度に行った「子ども・子育てニーズ調査＊」では、小学生以下の子ど

もをもつ母親の約８割が仕事を持っており、共働き世帯が増加傾向にあることから、

多様な働き方に対応した子育て支援が必要です。 

子育て中の男女が安心して働き続けることができるよう、延長保育や一時保育・病

後児保育など多様な保育サービスや学童クラブの充実に努めるとともに、子育てに関

する相談体制の充実や情報提供などにより、働きながら子育てする人の支援を行いま

す。 

 

＜施策の展開＞ 

①保育サービスや子育て支援の充実 

 

 

(4) 仕事と介護の両立支援 

高齢者人口が年々増加しており、本市でも介護や支援を必要とする人が増加するこ

とが見込まれます。 

市民意識調査では、男女がともに仕事と仕事以外の生活の両立を可能にするために

「介護休業制度を利用しやすい職場環境の整備」や「介護サービスの向上」が必要で

あると答えた人が多いことから、高齢者の生活支援サービスや地域ニーズにあった介

護サービスの充実が必要です。介護を必要とする人の希望に応じた介護サービスの提

供と利用しやすい環境づくりを進め、介護する人の支援を行います。 

 

＜施策の展開＞ 

①介護サービスの充実 

②介護サービスを利用しやすい環境づくりの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども・子育てニーズ調査：幼児期の学校教育・保育及び地域子育て支援事業の需要の量を把握し、見込

みを推計するとともに、子育て支援に係る保護者のニーズを把握することを目的として、平成 25年度

に市が小学４年生までの児童の保護者を対象に実施した意識調査をいう。 
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(5) 仕事と家庭や地域活動の両立支援 

近年では核家族や単身世帯の増加など家族形態の多様化が進んでおり、地域のつな

がりが希薄化しています。誰もが地域活動に参画し、地域の活性化を推進するために

も、仕事と家庭と地域活動の３つのバランスを保つことが重要です。 

働く人々は、長時間労働や不安定な雇用状況などにより、個人が希望する形で家庭

や地域活動などに関わることが難しく、心身ともに疲弊する状況もあることから、長

時間労働の削減や年次有給休暇取得などの促進を図ります。 

また市民意識調査では、家庭において食事の支度や洗濯などの家事全般を 「主に

妻が行っている」という回答が半数以上である一方、地区行事には男女で同程度関わ

っており大きな差がないことから、家庭や地域活動において女性の負担が大きいこと

が伺えます。このことから、性別によって役割を固定的に捉える意識をなくすととも

に、男性自身の家事や育児などへの関心を高めるための意識啓発を行います。 

 

＜施策の展開＞ 

①男性の家事・育児・介護への参加促進 

②長時間労働の削減や有給休暇取得などの促進 
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基本目標４ 男女間の暴力の防止と根絶 

 

～花巻市配偶者暴力防止対策基本計画～ 

 

花巻市男女共同参画基本計画（平成 28～35 年度）の「基本目標４ 男女間の

暴力の防止と根絶」を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

（平成 13 年法律第 31 号）」第２条の３第３項の規定に基づく「市町村基本計画」

とし、この計画の名称を「花巻市配偶者暴力防止対策基本計画」とします。 

そのため、施策の展開のほか、計画策定の目的や計画の位置づけなどについても

記述します。 

 

 

◆ 計画策定の目的 

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）、ストーカー行為、性犯罪などの男女間の暴

力は、身体的・精神的などの苦しみをもたらす重大な人権侵害です。男女が社会の対等

なパートナーとしてお互いの人権を尊重し、あらゆる分野においてともに参画すること

ができる男女共同参画社会の実現のためには、暴力を許さない安全な社会づくりが重要

です。 

花巻市では、これまでも「男女共同参画基本計画」に基づき男女の人権の尊重と暴力

根絶に向けた意識づくりに取り組んできました。 

さらに、平成 28年度からの同計画においても引き続き男女間の暴力の防止と根絶に

ついて取り組むこととし、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

（平成 13年法律第 31号、以下「ＤＶ防止法」）」の趣旨を踏まえながら、施策を総合的

に進めるため本計画を策定します。 

 

 

◆ 計画の位置づけ 

「基本目標４ 男女間の暴力の防止と根絶」を「ＤＶ防止法」第２条の３第３項の規

定に基づく「市町村基本計画」に位置づけます。 

本計画は、「ＤＶ防止法」第２条の２に基づき国が定める「配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護等に関する基本的な方針」や「いわて配偶者暴力防止対策推進計画」

に即して策定しました。 

 

 

◆ 計画の期間及び名称 

本計画の期間は、平成 28年度（2016年度）から平成 35年度（2023年度）までの８

年間とします。 

また、本計画の名称を「花巻市配偶者暴力防止対策基本計画」とします。 
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◆ 現状と課題 

国の「男女間における暴力に関する調査（平成 26年度内閣府調査）」によると、配偶

者（事実婚や別居中の夫婦、元配偶者も含む）から「身体的暴行」、「心理的攻撃」、「経

済的圧迫」、「性的強要」のいずれか１つでも受けたことがある人は、女性が 23.7％、

男性が 16.6％となっています。また、何度も被害を受けている人は、女性が 9.7％、男

性が 3.5％となっており、女性の約 10人に１人が配偶者からの被害を何度も受けてい

るという結果になっています。 

市民意識調査でＤＶを受けたことや見たことがあると答えた人は 41.4％に上ってお

り、そのうち相談しなかった人は 34.5％となっています。このことから、多くのＤＶ

が表面化していないことが伺えます。 

また、ＤＶは夫婦など親密な関係にある者の間で起こることから、当事者が自らの被

害・加害に気づかない場合があり、相談しにくいことなどからも、周囲が気づかないう

ちに暴力がエスカレートし、被害が深刻化しやすいという傾向があります。 

内閣府の調査によると若年層のデートＤＶ被害も深刻な状況にあることから、若年層

も含めたＤＶに関する正しい知識と暴力を許さない意識づくり、ＤＶ被害者に配慮した

相談体制が重要です。 

       資料：内閣府「男女間における暴力に関する調査報告書」（平成 26年度） 

【DV を受けたことや見たことがあるか】 
ｎ＝874 

  
 

 
 

  

   
   
   
   
   

   
資料：花巻市男女共同参画基本計画見直しにかかるアンケート調査（Ｈ26市民意識調査） 

 

41.4

% 58.6

% 

H26 

はい 

いいえ 

＜DV に含まれる行為＞ 

種  類 内    容 

身体的暴力 殴る、蹴る、物を投げる、突き飛ばすなど 

精神的暴力 大声で怒鳴る、脅迫する、無視するなど 

性的暴力  性行為の強要、避妊に協力しない、中絶の強要など 

経済的暴力 生活費を渡さない・使わせない、借金を強要するなど 

社会的暴力 自由に外出させない、交友関係を制限するなど 
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※花巻市における相談件数は、婦人相談員が相談を受けた件数。 

※ＤＶ相談支援センターは、内閣府、岩手県の調べによる。 

 ＤＶ相談支援センターは、県内 12か所（平成 27年３月 31日現在）。 

※警察署は警視庁、岩手県警察本部の調べによる（暦年）。 

  

【DV を受けたことや見たことがある場合、誰かに相談したか】(すべて選択) 

   
   

回答者数:人  ｎ＝362   

 

 
 

     

     いない。 

      

      

      

      

      

      

      

資料：花巻市男女共同参画基本計画見直しにかかるアンケート調査（Ｈ26市民意識調査） 

 

 

 

 

 

DV相談件数の推移 単位 ： 件 

年度 花巻市における 

相談件数 

DV相談 

支援センター 
警察署 

（平成） 全国 岩手県 全国 岩手県 

21 25  72,792 1,262 28,158 221 

22 23  77,334 1,414 33,852 263 

23 27  82,099 1,763 34,329 303 

24 27  89,490 1,504 43,950 298 

25 25  99,961 1,639 49,553 368 

26 29 102,963 1,50４ 59,072 414 

83(22.9%) 

79(21.8%) 

9(2.5％) 

6(1.7％) 

5(1.4%) 

5(1.4%) 

0 

14(％) 

125(34.5％) 

家族 

友人・知人 

警察 

市役所の相談員 

民生委員 

市外の相談窓口 

配偶者暴力相談支援センター 

その他 

相談しなかった 

H26 



- 38 - 

 

◆ 施策の展開 

 

(1) ＤＶの正しい理解と防止のための教育と啓発 

配偶者や交際相手等からの暴力は重大な人権侵害であるとの認識に立ち、ＤＶにつ

いて正しく理解できるようにするため、市民向けのセミナーや、広報紙・ホームペー

ジ等の様々なメディアを活用した啓発に取り組みます。 

また、子どもの頃から暴力を許さない意識づくりを行い、将来のＤＶ被害者・加害

者をつくらないよう、若年層に対するＤＶ防止教育・啓発に努めます。 

 

 ＜施策の展開＞ 

①ＤＶに関する啓発事業の推進 

②若年層に対するＤＶ防止教育の推進 

 

 

(2) ＤＶ被害者に配慮した相談の実施 

ＤＶ被害者を支援するためには、被害者の安全確保、秘密の保持等に十分配慮しな

がら、被害者に対する適切な情報提供と迅速な対応をすることが必要です。そのため、

市職員に対する住民基本台帳の閲覧・写しの交付制限の徹底や庁内関係各課との連携

強化を図るための研修を実施します。 

また、広報紙やホームページ等を活用し、岩手県配偶者暴力相談支援センターなど

他の相談窓口についても情報提供を行い、早期発見につながるよう相談窓口の周知の

拡大に努めます。 

 

 ＜施策の展開＞ 

①各種相談の実施 

②ＤＶ防止に関する市職員研修の実施 

③広報紙やホームページ等によるＤＶ相談窓口の周知 

 

 

(3) ＤＶ相談窓口の相互連携強化 

ＤＶは複雑な問題であり、被害者を支援するためには、配偶者暴力相談支援センタ

ーを中核とした各種関係機関と連携しながら保護・自立支援・通報などに適切に対応

していかなければなりません。 

被害者が抱える複合的な問題に効果的・継続的に対応することができるよう、医療

関係者や福祉関係者なども含む各種関係機関との連携強化を図ります。 

 

 ＜施策の展開＞ 

①関係機関との連携強化による被害者支援 
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３ 成果指標一覧 

本計画の進捗状況を計るため、次の項目を成果指標として設定します。 

 

 
※は平成 27年度実績 

㋐…まちづくり市民アンケート結果より算出する 

  

1    職場や学校、地域など身のまわりで男女の平等が図られていると感じる市民の割合㋐ ％ 43.8 60.0

2 　 男女共同参画学習講座等の参加者の割合 ％ 106.2 100.0

3    男女共同参画推進員による出前講座実施回数 回 3 4

4    男女共同参画サポーターの認定者数（累計） 人 ※69 93

5    市政へ意見を述べる機会が確保されていると思う市民の割合㋐ ％ 32.2 50.0

6    審議会委員等に占める女性の割合 ％ ※31.2 40.0

7    男女いずれかの委員が３０％未満の審議会等の割合 ％ ※40.7 20.0

8    市の管理職の女性の割合 ％ ※10.5 18.0

9    市政懇談会に参加した女性の割合 ％ 17.5 30.0

10    この１年間に地域の活動に参加した市民の割合㋐ ％ 82.7 90.0

11    コミュニティ会議役員における女性の割合 ％ 11.9 30.0

12    防災会議における女性委員の割合 ％ ※9.1 12.1

13    生きがいを持って暮らしている高齢者の割合㋐ ％ 72.5 85.0

14    自分自身が心身ともに健康であると思う市民の割合㋐ ％ 60.7 75.0

15    定期的に健康診断などを受けている市民の割合㋐ ％ 70.0 71.6

16    事業所に対する男女共同参画に関する啓発講座・広報の回数 回 0 4

17    乳がん検診受診率 ％ 39.3 50.0

18 　子宮頸がん検診受診率 ％ 37.0 50.0

   家族経営協定締結件数（累計）　※参考指標 件 122 ―

   生きがいを持って暮らしている市民の割合㋐　※参考指標 ％ 68.3 ―

19    職場の福利厚生やワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）に満足している勤労者の割合㋐ ％ 43.3 50.0

20    子育てしやすいまちだと感じる市民の割合㋐ ％ 55.7 65.0

21    保育所の待機児童数 人 29 0

22    子育て支援サービス（延長保育、一時預かり保育、体調不良児保育）を実施可能な施設の割合 ％ 56.9 60.0

23    子育て講座の男性の参加者の割合 ％ 48.3 50.0

24    高齢者が必要なときに必要なサービスを受けていると感じる市民の割合㋐ ％ 72.7 80.0

25    この１年間に地域の活動に参加した市民の割合㋐　[再掲] ％ 82.7 90.0

26    事業所に対するワーク・ライフ・バランスに関する啓発講座・広報の回数 回 0 4

27    ＤＶに関する相談窓口を知っている市民の割合 ％ ― 70.0

28    ＤＶに関する啓発講座・広報の回数 回 2 7

29    ＤＶに関する市職員研修の受講者数 人 38 40

   ＤＶ相談件数　※参考指標 件 29 ―

 Ⅱ

男女の社会
における参
画の促進

 Ⅲ

男女のワー
ク・ライ
フ・バラン
スの推進

 Ⅳ

男女間の暴
力の防止と
根絶

H３５
目標

 Ⅰ

男女共同参
画の理解の
促進

H２６
実績

基本目標 № 成果指標
単
位
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第４章 計画の推進                       

 

第１節 推進体制 

 

１ 庁内推進体制 

男女共同参画を推進するための施策は広範囲にわたるため、庁内推進組織を設置し、

男女共同参画の視点を反映させながら総合的・効果的な施策の推進を図ります。男女共

同参画の推進に関する施策の実施状況について情報共有し、各部署間で連携しながら施

策を推進します。 

 

２ 花巻市男女共同参画審議会 

花巻市男女共同参画推進条例に基づき設置される「花巻市男女共同参画審議会」は、

男女共同参画の推進に関する重要事項などについて調査審議します。 

市は、審議会からの提言などを踏まえ、施策のより効果的な推進を図ります。 

 

３ 花巻市男女共同参画推進員 

花巻市男女共同参画推進条例に基づき設置される「花巻市男女共同参画推進員」は、

地域や学校、事業所などへ出向いて講座を実施するなど、様々な場面で男女共同参画の

視点が取り入れられるよう活動を行います。 

市は、男女共同参画推進員と連携・協働しながら、地域における男女共同参画を推進

します。 

 

４ 県や事業者などとの連携 

市は、国や県、他市町村の男女共同参画に関する取組などの情報を収集し、県などと

連携しながらより効果的な施策展開を図ることができるよう努めます。 

また、民間企業やＮＰＯ、各種団体などの事業者、教育機関などとの連携を深め、社

会全体で男女共同参画が推進されるよう働きかけます。 

 

 

第２節 計画の進行管理 

 

計画の達成状況を評価するにあたっては、それぞれの成果指標について数値目標を定

めるとともに、花巻市男女共同参画審議会の場で提案や助言をいただくことなどにより、

より客観的な評価を行い、計画の実効性を高めていきます。 

また、本計画の進捗状況を把握するため、男女共同参画の推進に関する施策の実施状

況を明らかにする年次報告書を作成し公表するなど、適切な進行管理を行います。 
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用語解説                            

（五十音順） 

Ｍ字カーブ 

日本の女性の労働力率を年齢階級別にグラフ化したとき、30歳代を谷とし、20歳代後半と

40歳代後半が山になるアルファベットのＭのような形になることをいう。これは、結婚や出

産で退職し、子育てが一段落すると再就職する人が多いことを表している。なお、国際的に

みると、アメリカやスウェーデン等の欧米先進国では、子育て期における就業率の低下は見

られない。 

 

子ども・子育てニーズ調査 

幼児期の学校教育・保育及び地域子育て支援事業の需要の量を把握し、見込みを推計すると

ともに、子育て支援に係る保護者のニーズを把握することを目的として、平成 25年度に市が

小学４年生までの児童の保護者を対象に実施した意識調査をいう。 

 

ジェンダー 

「社会的・文化的に形成された性別」のこと。人間には生まれついての生物学的性別があ

る一方、社会通念や慣習の中には、社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」があ

り、このような男性、女性の別をジェンダーという。 

 

次世代育成支援対策推進法 

急速な少子化の進行や家庭・地域を取り巻く環境の変化を踏まえ、次代の社会を担う子ど

もが健やかに生まれ、育成される社会の形成に資することを目的として平成 15 年（2003 年）

に制定された法律。子育て家庭への支援その他の子育て環境の整備、雇用環境の整備等の取

り組みに関し、基本理念を定め、国・地方公共団体・事業主及び国民の責務を明らかにする

とともに、次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めている。 

 

市民意識調査 

男女共同参画に関する現状を把握することを目的として、平成 15年度と平成 26年度に市が

市民を対象に実施した意識調査をいう。 

 

性的少数者 

ＬＧＢＴや自分を男女どちらとも思わないＸジェンダーなど、多数派とは違う性のあり方

をもつ人を含む。ＬＧＢＴはレズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男性同性愛者）、バイセク

シュアル（両性愛者）、トランスジェンダー（性同一性障害を含む身体の性に違和感をもつ人）

の頭文字。 
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性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ） 

1994年にカイロで開催された国際人口・開発会議において提唱された概念で、今日、女性

の人権の重要な一つとして認識される。リプロダクティブ・ヘルス／ライツの中心課題には、

いつ何人子どもを産むか産まないかを選ぶ自由、安全で満足のいく性生活、安全な妊娠・出

産、子どもが健康に生まれ育つことなどが含まれている。また、思春期や更年期における健

康上の問題等生涯を通じての性と生殖に関する課題が幅広く議論されている。 

 

セクシュアル・ハラスメント 

継続的な人間関係において、優位な力関係を背景に相手の意思に反して行われる性的な言

動である。単に雇用関係にある者の間のみならず、施設における職員とその利用者との間や

団体における構成員間など、様々な生活の場で起こり得る。 

 

男女共同参画サポーター 

岩手県が行う男女共同参画サポーター養成講座を受講し、岩手県知事の認定を受けた方。 

 

男女共同参画社会基本法 

男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的として平成 11 年（1999 

年）に制定された法律。男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、国・地方公共団

体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の

基本となる事項を定めている。 

 

男女共同参画推進員 

「花巻市男女共同参画推進条例」に基づき、地域における男女共同参画を円滑に推進する

ため、男女共同参画推進員を配置している。 

 

男女雇用機会均等法 

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業

に関し、妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的として昭和 47 

年（1972 年）に制定された法律。正式名称は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待

遇の確保等に関する法律」。 

 

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス） 

配偶者やパートナーなど親密な関係にある者（過去にそのような間柄にあった者も含む）

から振るわれる暴力のこと。「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」では、

「配偶者（事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む）からの身体に対する不法な攻撃で

生命・身体に危害を及ぼすものまたはこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（過去に

受け、婚姻関係の解消後も、配偶者であった者から引き続き受ける攻撃・言動を含む）」を「配

偶者からの暴力」としている。 
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デートＤＶ 

交際相手からの暴力。 

 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

配偶者からの暴力（ＤＶの項目参照）に係る通報・相談・保護・自立支援等の体制を整備

し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的として平成 13 年（2001 年）

に制定された法律。国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、配偶者暴力相談支

援センターや被害者の保護や保護命令制度に関する事項を定めている。 

 

配偶者暴力相談支援センター 

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」に基づき、被害者からの相談、

医学的・心理学的な指導、緊急時における安全確保・一時保護、就労・住居・保護施設の利

用等に関する情報提供その他の援助を行う。都道府県の婦人相談所その他の施設においてそ

の機能を果たすこととされ、また、平成 19 年（2007 年）の法改正により、市町村の適切な

施設においてもその機能を果たすよう努めるものとされた。 

 

花巻市男女共同参画推進条例 

男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することにより、男女共同参画社会の実現を図る

ことを目的として、市が平成 18 年（2006 年）に制定した条例。男女共同参画の推進に関し、

基本理念を定め、市・市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進

に関する施策の基本となる事項を定めている。 

 

パワーハラスメント 

同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業

務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をい

う。上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上

司に対して様々な優位性を背景に行われるものも含まれる。 

 

まちづくり市民アンケート 

「花巻市まちづくり総合計画」に掲げる施策ごとの成果指標の現状値を把握し、目標値を設

定するための資料を作成するとともに、市政への市民参画を促進することを目的として、市が

市民を対象に毎年度実施している意識調査をいう。 

 

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和） 

老若男女誰もが、仕事・家庭生活・地域生活・個人の自己啓発など、さまざまな活動につ

いて、自ら希望するバランスで展開できる状態のこと。 
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資料                              

１ 計画策定の経過 

時  期 項  目 内  容 

平成 26年 10月 16日 男女共同参画推進幹事会 計画策定方針等について 

平成 26年 10月 24日 男女共同参画審議会 計画策定方針等について 

平成 26年 11月 14日 男女共同参画推進員会議 計画策定方針等について 

平成 26年 11月 25日 
花巻市女性団体ネットワークの会

との意見交換会 

計画策定方針等について 

現状と課題について意見聴取 

平成 26年 12月 19日 
花巻市女性団体ネットワークの会

との意見交換会 
現状と課題について意見聴取 

平成 27年 １月 15日 
花巻市女性団体ネットワークの会

との意見交換会 
現状と課題について意見聴取 

平成 27年 １月 20日 

～３月 31日 
市民意識調査 現状と課題の把握 

平成 27年 １月 21日 男女共同参画推進員会議 現状と課題について意見聴取 

平成 27年 ５月 20日 男女共同参画推進員会議 市民意識調査結果報告 

平成 27年 ５月 20日 男女共同参画推進幹事会 
計画策定方針等について 

市民意識調査結果報告 

平成 27年 ５月 28日 第１回基本計画検討委員会 
計画策定方針等について 

市民意識調査結果報告 

平成 27年 ６月 ８日 男女共同参画審議会 
計画策定方針等について 

市民意識調査結果報告 

平成 27年 ６月 26日 第２回基本計画検討委員会 施策の体系について協議 

平成 27年 ７月 15日 男女共同参画推進員会議 計画策定経過中間報告 

平成 27年 ７月 24日 第３回基本計画検討委員会 施策の体系について協議 

平成 27年 ７月 31日 男女共同参画推進幹事会 計画策定経過中間報告 

平成 27年 ８月 25日 第４回基本計画検討委員会 計画（素案）協議 

平成 27年 ８月 31日 男女共同参画推進員会議 計画策定経過中間報告 

平成 27年 ９月 ７日 男女共同参画審議会 計画策定経過中間報告 

平成 27年 ９月 25日 第５回基本計画検討委員会 計画（素案）協議 
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時  期 項  目 内  容 

平成 27年 11月 ２日 庁内意見聴取 計画（素案）調整 

平成 27年 11月 ９日 第６回基本計画検討委員会 計画（素案）協議 

平成 27年 11月 16日 

～12月 15日 
パブリックコメント実施  

平成 27年 12月 ４日 庁内意見聴取 計画（素案）調整 

平成 27年 12月 17日 男女共同参画推進幹事会 計画（素案）調整 

平成 28年 １月 ５日 庁議  

平成 28年 １月 ８日 パブリックコメント結果公表  

平成 28年 １月 21日 男女共同参画審議会 計画（案）諮問 

平成 28年 １月 25日 男女共同参画審議会 計画（案）答申 
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２ 花巻市男女共同参画審議会委員名簿 

（任期：平成 27年６月１日～平成 29年５月 31日） 

 氏   名 所 属 等 

会 長 高 橋 秀 憲 富士大学教授 

副会長 岩 渕 満智子 花巻市民生委員児童委員協議会 

委 員 小 田 昭 信 花巻労働基準監督署長 

〃 豊 岡   茂 花巻警察署 

〃 高 橋 正 行 花巻農業協同組合 

〃 高 橋 聖 明 花巻商工会議所 

〃 菊 池 敦 子 花巻市校長会 

〃 伊 藤 達 也 花巻市ＰＴＡ連合会 

〃 平 賀 貞 子 花巻市私立幼稚園協議会（任期：平成 27年６月１日～８月） 

〃 佐々木 美 香 岩手県看護協会花巻地区支部 

〃 藤 戸 妙 子 花巻市社会福祉協議会 

〃 角 屋 雄 一 花巻人権擁護委員協議会 

〃 小 原 幸 子 花巻市地域婦人団体協議会 

〃 穂 高 マツヨ 公募委員 

〃 晴 山 玲 美 公募委員 

 

 

３ 花巻市男女共同参画基本計画検討委員会委員名簿 

（任期：平成 27年５月 28日～平成 28年３月 31日） 

 氏   名 所 属 等 

委員長 吉 野 英 岐 岩手県立大学教授 

副委員長 伊 藤 蓉 子 岩手県男女共同参画サポーター 

委 員 佐々木 千恵美 県南広域振興局花巻保健福祉環境センター 

〃 菊 池 敦 子 花巻市校長会 

〃 冨 手 京 子 花巻市男女共同参画推進員 

〃 高 橋 潤 吉 花巻商工会議所 

〃 平 藤 ヒサ子 花巻農業協同組合女性部 

〃 板 垣 福 子 花巻市地域婦人団体協議会 

〃 木 村 直 樹 花巻青年会議所 

〃 藤 原 留利子 花巻市社会福祉協議会 

〃 伊 藤 真紀子 花巻市内学童クラブ連絡協議会 

〃 沖 山 深 雪 花巻ポラーノ会（花巻市勤労青少年ホーム自治会） 

〃 下 坂 淳 代 公募委員 

〃 曽 我 紀 子 公募委員 

〃 早 野 こずえ 公募委員 
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４ 男女共同参画社会基本法 

（平成 11年６月 23日法律第 78号） 

最終改正：平成 11年 12月 22日法律第 160号 

 

我が国においては、日本国憲法 に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に

向けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一

層の努力が必要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応

していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、

その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となって

いる。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最

重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策の推進を図っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に

向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的

に推進するため、この法律を制定する。 

 

第一章 総則  

（目的）  

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活

力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を

定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総

合的かつ計画的に推進することを目的とする。  

（定義）  

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社

会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、

経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を

形成することをいう。  

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内

において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。  

（男女の人権の尊重）  

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別

による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されること

その他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。  

（社会における制度又は慣行についての配慮）  

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定

的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼす
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ことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社

会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り

中立なものとするように配慮されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画）  

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共

団体における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確

保されることを旨として、行われなければならない。  

（家庭生活における活動と他の活動の両立）  

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、

子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑

に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われ

なければならない。  

（国際的協調）  

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有しているこ

とにかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。  

（国の責務）  

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念（以下

「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改

善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。  

（地方公共団体の責務）  

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施

策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施

する責務を有する。  

（国民の責務）  

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にの

っとり、男女共同参 

画社会の形成に寄与するように努めなければならない。  

（法制上の措置等）  

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又

は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。  

（年次報告等）  

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。  

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出

しなければならない。  

 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策  

（男女共同参画基本計画）  
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第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図

るため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」

という。）を定めなければならない。  

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱  

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計

画的に推進するために必要な事項  

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、

閣議の決定を求めなければならない。  

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基

本計画を公表しなければならない。  

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。  

（都道府県男女共同参画計画等）  

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画

計画」という。）を定めなければならない。  

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の大綱  

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項  

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の

区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市

町村男女共同参画計画」という。）を定めるように努めなければならない。  

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又

は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。  

（施策の策定等に当たっての配慮）  

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を

策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。  

（国民の理解を深めるための措置）  

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深める

よう適切な措置を講じなければならない。  

（苦情の処理等）  

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画

社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び

性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵

害された場合における被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければならない。  

（調査研究）  

第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調

査研究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進

するように努めるものとする。  
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（国際的協調のための措置）  

第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際

機関との情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進

を図るために必要な措置を講ずるように努めるものとする。  

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援）  

第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間

の団体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他

の必要な措置を講ずるように努めるものとする。  

 

   第三章 男女共同参画会議  

（設置）  

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。  

（所掌事務）  

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定する事項を処理すること。  

 二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会

の形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。  

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣

及び関係各大臣に対し、意見を述べること。  

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び

政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、

内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。  

（組織） 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織する。  

（議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。  

２ 議長は、会務を総理する。  

（議員）  

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。  

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者  

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命

する者  

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。  

３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数

の十分の四未満であってはならない。  

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。  

（議員の任期）  

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前

任者の残任期間とする。  

２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。  

（資料提出の要求等）  
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第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関

の長に対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な

協力を求めることができる。  

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者

以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。  

（政令への委任）  

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必

要な事項は、政令で定める。  

 

    附 則 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。  

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七号）は、廃止する。  

（経過措置） 

第三条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設置法（以下「旧審議会設置法」という。）

第一条の規定により置かれた男女共同参画審議会は、第二十一条第一項の規定により置かれた

審議会となり、同一性をもって存続するものとする。  

２ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条第一項の規定により任命された男女共同参

画審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第二十三条第一項の規定により、審議会

の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる

者の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同日における旧審議会設置法第四条第二項の規

定により任命された男女共同参画審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。  

３ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条第一項の規定により定められた男女共同参

画審議会の会長である者又は同条第三項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、

この法律の施行の日に、第二十四条第一項の規定により審議会の会長として定められ、又は同

条第三項の規定により審議会の会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。  

 

   附 則 （平成一一年七月一六日法律第一〇二号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日か

ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十

条の規定 公布の日  

（職員の身分引継ぎ） 

第三条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農

林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省（以下この条において「従

前の府省」という。）の職員（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条の審議

会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並

びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。）である者は、別に辞令を発せられ

ない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、
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財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省（以

下この条において「新府省」という。）又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法

律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当

の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となる

ものとする。  

（別に定める経過措置） 

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措

置は、別に法律で定める。  

 

   附 則 （平成十一年十二月二十二日法律第百六十号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。 
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５ 岩手県男女共同参画推進条例 

（平成 14年 10月９日条例第 61号） 

 

個人の尊重と法の下の平等は、日本国憲法にうたわれており、国においては、男女平等の実現

に向けた取組が、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約を軸とした国際的な取組

と連動しつつ、着実に進められてきた。本県においても、国際社会や国内の動向を踏まえた様々

な取組がなされてきた。 

しかしながら、依然として、性別によって役割分担を固定的にとらえる意識やこれに基づいた

社会における制度又は慣行が存在し、男女平等の実現に多くの課題が残されている。 

一方、少子高齢化の進展等社会経済情勢の急激な変化に的確に対応していく上で、男女が性別

にかかわりなく、その個性と能力が十分に発揮でき、もって男女が喜びと責任を分かち合う男女

共同参画社会の実現が強く求められている。 

このような状況の中で、男女共同参画社会基本法において、男女共同参画社会の実現が 21世

紀の我が国社会を決定する最重要課題として位置付けられたことを踏まえ、本県においても、男

女共同参画社会の実現を目指し、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、

県、県民、事業者及び市町村が協働し、不断の努力を重ねて、男女共同参画社会の形成のため男

女共同参画を推進し、すべての県民の日常生活の中に男女共同参画の定着を図ることが必要であ

る。 

ここに私たちは、男女共同参画社会の実現を図ることを決意し、男女が共に輝く心豊かな社会

を創造していくため、この条例を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、県、県民及び事業者の責務

を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることに

より、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆ

る分野における活動に参画する機会が確保されることにより、男女が均等に政治的、経済

的、社会的及び文化的利益を享受し、かつ、共に責任を担うことをいう。 

⑵ 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内

において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

 （基本理念） 

第３条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 

⑴ 男女の個人としての尊厳が重んぜられ、直接的なものであると間接的なものであるとを

問わず、性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が社会のあらゆる分野において個

人としての能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されること。 
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⑵ 社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会

における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮される

こと。 

⑶ 男女が社会の対等な構成員として、県における政策又は民間の団体における方針の立案

及び決定に共同して参画する機会が確保されること。 

⑷ 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他

の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、家庭以

外の職場、学校、地域その他の社会の分野における活動を行うことができるようにするこ

と。 

⑸ 男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、

国際社会の動向を勘案して行われること。 

⑹ 男女が互いの性について理解を深めることにより、生涯にわたり健康な生活を営むこと

ができること及び生殖に関する事項に関し双方の意思が尊重されること。 

⑺ 配偶者間その他の男女間における暴力的行為（精神的に著しく苦痛を与える行為を含む。

以下同じ。）を根絶するよう積極的な対応がなされること。 

 （県の責務） 

第４条 県は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参

画の推進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施す

るものとする。 

２ 県は、男女共同参画の推進に関する施策の実施に当たっては、県民、事業者、市町村及び国

との連携を図りながら自ら率先して取り組むものとする。 

 （県民の責務） 

第５条 県民は、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にの

っとり、男女共同参画の推進に努めなければならない。 

２ 県民は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならな

い。 

 （事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、その雇用する男女について、雇用上の均等な機会及び

待遇を確保するとともに、職業生活における活動と家庭生活における活動とを両立させること

ができるよう就労環境の整備に努めなければならない。 

２ 事業者は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければなら

ない。 

 （性別による人権侵害の禁止） 

第７条 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる場において、性別による差別

的取扱い、男女間における暴力的行為又はセクシュアル・ハラスメント（性的な言動により相

手方の生活環境を害し、又は性的な言動に対する相手方の対応によってその者に不利益を与え

ることをいう。）を行ってはならない。 

 （公衆に表示する情報に関する留意） 

第８条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による役割分担の固定化又は男女間におけ

る暴力的行為を助長し、又は連想させる表現及び男女共同参画の推進を阻害するおそれのある

過度の性的な表現を用いないよう努めなければならない。 
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第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施策 

 （男女共同参画計画） 

第９条 知事は、男女共同参画社会基本法（平成 11年法律第 78号。以下「法」という。）第 14

条第１項に規定する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以

下「男女共同参画計画」という。）を定めるに当たっては、男女共同参画の推進に関する施策

の総合的かつ計画的な実施を図るため、次に掲げる事項について定めるものとする。 

⑴ 男女共同参画の推進に関する総合的かつ長期的な目標及び施策の方向 

⑵ 前号に定める事項に基づき実施すべき具体的な男女共同参画の推進に関する施策 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実

施するために必要な事項 

２ 知事は、男女共同参画計画を定めるに当たっては、県民の意見を反映することができるよう

必要な措置を講ずるとともに、岩手県男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。 

３ 前項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用する。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第 10条 県は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及びこれを実

施するに当たっては、男女共同参画の推進に配慮しなければならない。 

 （附属機関等における積極的改善措置） 

第 11条 県は、その設置する附属機関その他これに準ずるものの委員その他の構成員の任命又

は委嘱に当たっては、積極的改善措置を講ずることにより、男女の構成員の数の均衡を図るよ

う努めるものとする。 

 （県民及び事業者の理解を深めるための措置） 

第 12条 県は、広報活動等を通じて、県民及び事業者の男女共同参画に関する理解を深めるた

め必要な措置を講ずるものとする。 

 （男女共同参画推進月間） 

第 13条 県は、男女共同参画の推進について、県民、事業者及び市町村の関心と理解を深める

とともに、男女共同参画の推進に関する活動が積極的に行われるようにするため、男女共同参

画推進月間を設けるものとする。 

２ 男女共同参画推進月間は、毎年６月とする。 

 （教育及び学習の推進） 

第 14条 県は、学校教育、社会教育その他の教育及び県民の学習の場において男女共同参画に

関する教育及び学習の推進について必要な措置を講ずるものとする。 

 （農林水産業、商工業等のうち自営業における環境整備の推進） 

第 15条 県は、農林水産業、商工業等のうち個人事業主及びその家族等により営まれている事

業に従事する男女が、経営における役割について適正な評価を受け、社会の対等な構成員とし

て、自らの意思によって経営及びこれに関連する活動に共同して参画する機会を確保され、並

びに当該経営に関する活動と家庭生活における活動とを両立させることができるよう、必要な

環境整備を推進するものとする。 

 （苦情及び相談の処理） 

第 16条 知事は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策若しくは男女共同参画の推進

に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情又は男女共同参画の推進を阻害する要因に
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よって人権が侵害された事案に関する相談について、県民又は事業者からの申出を適切かつ迅

速に処理するための委員（以下この条において「委員」という。）を置くものとする。 

２ 県民又は事業者は、委員に、前項の苦情又は相談の申出を行うことができる。 

３ 委員は、前項の規定に基づき苦情の申出があった場合において、必要に応じて、第１項に規

定する施策を行う県の機関に対し、説明等を求め、必要があると認めるときは、是正その他の

措置を講ずるよう助言、指導又は勧告を行うものとする。 

４ 委員は、第２項の規定に基づき相談の申出があった場合において、必要に応じて、第１項に

規定する人権が侵害された事案に係る関係者に対し、その協力を得た上で説明等を求め、必要

があると認めるときは、助言、是正の要望等を行うものとする。 

 （調査研究） 

第 17条 県は、男女共同参画の推進に関する施策の策定及び実施に必要な調査研究を行うもの

とする。 

 （市町村に対する支援） 

第 18条 県は、市町村が行う法第 14条第３項の市町村男女共同参画計画その他の男女共同参画

の推進に関する基本的な計画の策定及び市町村が実施する男女共同参画の推進に関する施策

を支援するため、情報の提供、技術的な助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとす

る。 

 （民間の団体との連携及び協働等） 

第 19条 県は、男女共同参画を推進するため、特定非営利活動法人（特定非営利活動促進法（平

成 10年法律第７号）第２条第２項の特定非営利活動法人をいう。以下同じ。）その他の民間の

団体との連携及び協働に努めるものとする。 

２ 県は、特定非営利活動法人その他の民間の団体が行う男女共同参画の推進に関する活動を促

進するとともに、これらの活動の支援に努めるものとする。 

 （拠点となる機能の整備） 

第 20条 県は、男女共同参画の推進に関する施策を実施し、県民、事業者及び市町村による男

女共同参画の推進に関する取組を支援するための総合的な拠点となる機能の整備に努めるも

のとする。 

 （推進体制の整備等） 

第 21条 県は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するため、推進体制を整備するととも

に、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 （年次報告） 

第 22条 知事は、毎年、男女共同参画の推進の状況及び男女共同参画の推進に関する施策の状

況を明らかにする報告書を作成し、これを公表しなければならない。 

 

   第３章 岩手県男女共同参画審議会 

 （設置） 

第 23条 男女共同参画の推進に関する重要事項を調査審議させるため、知事の諮問機関として

岩手県男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、男女共同参画の推進に関する重要事項又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと

認められる重要事項について、必要があると認めるときは、知事に意見を述べることができる。 

 （所掌） 
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第 24条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。 

⑴ 男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な施策に関すること。 

⑵ 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に

影響を及ぼすと認められる施策に関すること。 

 （組織） 

第 25条 審議会は、委員 20人以内をもって組織し、委員は、男女共同参画に関し優れた識見を

有する者及び関係行政機関の職員のうちから知事が任命する。 

２ 前項の場合において、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の 10分の４未満とな

らないものとする。ただし、知事がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。 

 （任期） 

第 26条 委員の任期は、２年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

 （会長） 

第 27条 審議会に、会長を置き、委員の互選とする。 

２ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職

務を代理する。 

 （会議） 

第 28条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 （部会） 

第 29条 審議会は、専門部会を設けることができる。 

２ 専門部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。 

３ 専門部会に属すべき委員は、会長が指名する。 

 （庶務） 

第 30条 審議会の庶務は、環境生活部において処理する。 

 （会長への委任） 

第 31条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮っ

て定める。 

 

   第４章 雑則 

 （補則） 

第 32条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。 

 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第 16条の規定は、平成 15年４月１日から施

行する。 

２ この条例の施行の際現に定められている男女共同参画計画は、この条例に規定する手続によ

り定められた男女共同参画計画とみなす。 
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６ 花巻市男女共同参画推進条例 

（平成 18年１月１日条例第 13号） 

最終改正：平成 25年 12月 16日条例第 28号 

 

すべての人は法の下に平等であり、男性も女性も性別にかかわらず個人として尊重されなけれ

ばなりません。 

国においては、男女共同参画社会基本法（平成 11年法律第 78号）において、男女共同参画社

会の実現を 21世紀の最重要課題と位置づけ、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策の推進を図っています。 

しかしながら、性別による固定的な役割分担や、それに基づく社会の制度や慣行が今なお存在

している状況にあります。 

一方、少子高齢社会や高度情報社会の進展など、社会経済情勢が急速に変化するなかで、物心

ともに豊かな地域社会「イーハトーブ」を創造していくためには、男女がお互いにその人権を尊

重しつつ責任も分かち合い、個性と能力を発揮することができる社会を形成していくことが重要

です。 

ここに花巻市は、男女共同参画社会の実現を図ることを決意し、男女共同参画推進についての

基本理念を明らかにするとともに、市、市民及び事業者が連携・協働して、男女が対等なパート

ナーとして生き生きと暮らすことができる活力あるまちを築くため、この条例を制定します。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念並びに市、市民及び事業者の責務を

明らかにするとともに、市の施策の基本的な事項を定め、男女共同参画を総合的かつ計画的に

推進することにより、男女共同参画社会の実現を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆ

る分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社

会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。 

⑵ 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため、必要な範囲

内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

⑶ 事業者 市内において事業を行う個人及び法人その他の団体をいう。 

⑷ セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手方の生活環境を害し、又は不利益

を与えることをいう。 

⑸ ドメスティック・バイオレンス 配偶者や親密な関係にある者からの身体的又は精神的

暴力をいう。 

（基本理念） 

第３条 男女共同参画の推進は、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、

男女の個人としての尊厳が重んじられること、性別による差別的取扱いを受けないこと、個人
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として能力を発揮する機会が確保されること、その他の男女の人権が尊重されることを基本と

して行われなければならない。 

２ 男女共同参画の推進に当たっては、性別による固定的な役割分担等に基づく社会における制

度や慣行が、男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよう配慮

されなければならない。 

３ 男女共同参画の推進は、男女が、共に精神的、経済的及び生活的に自立することの必要性を

自覚し、自ら主体的に責任を持ってあらゆる分野における活動を決定できるようにすることを

基本として行われなければならない。 

４ 男女共同参画の推進は、男女が、社会の対等な構成員として、市における施策及び事業者に

おける方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを基本として行われな

ければならない。 

５ 男女共同参画の推進は、家族を構成する男女が、相互の理解と協力及び社会の支援の下に、

子育て、家族の介護その他の家庭生活における活動及び家庭生活以外の活動に対等に参画する

ことができるようにすることを基本として行われなければならない。 

６ 男女共同参画の推進は、男女が、互いの性に関する理解を深め、妊娠及び出産に関してその

意思が尊重されるとともに、産む性としての女性の生涯にわたる健康の維持が図られるように

することを基本として行われなければならない。 

７ 男女共同参画の推進は、国際的な理解及び協調の下に行われなければならない。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画

の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するに当たり、市民、事業者、国及び他の地

方公共団体と連携し、及び協力するものとする。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、男女共同参画について理解を深め、自ら積極的にその推

進に努めるとともに、市が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければ

ならない。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し積極的に男女が共同して参画する

ことができる環境の整備に努めるとともに、市が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力

するよう努めなければならない。 

（性別による権利侵害等の禁止） 

第７条 何人も、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、次に掲げる行

為を行ってはならない。 

⑴ 性別を理由とする権利侵害及び差別的取扱い 

⑵ セクシュアル・ハラスメント 

⑶ ドメスティック・バイオレンスをはじめとする男女間におけるすべての暴力 

（基本計画の策定） 

第８条 市長は、男女共同参画社会の形成を促進するため、基本的な計画（以下「基本計画」と

いう。）を策定するものとする。 
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２ 市長は、基本計画を策定するときは、市民及び事業者の意見を反映するよう努めるとともに、

花巻市男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。 

３ 市長は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。 

４ 前２項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

（基本的施策） 

第９条 市は、男女共同参画を推進するため、次に掲げる基本的施策を行うものとする。 

⑴ 広報活動等の充実により、男女共同参画に関する市民及び事業者の理解を深めるための

措置を講ずるよう努めること。 

⑵ 学校教育等あらゆる分野の教育において、男女共同参画を推進するよう努めること。 

⑶ 市民及び事業者が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため、情報の提供そ

の他の必要な措置を講ずるよう努めること。 

⑷ 審議会等における委員を委嘱し、又は任命する場合にあっては、積極的改善措置を講ず

ることにより、男女の均衡を図るよう努めること。 

⑸ 男女共同参画の推進に関する国際理解及び国際協力に係る活動に対し、必要な支援を行

うよう努めること。 

⑹ 男女共同参画に関する施策を効果的に実施するため、必要な情報の収集及び調査研究に

努めること。 

⑺ 男女共同参画の推進に関する施策等について、総合的かつ計画的に取り組むため必要な

体制の整備に努めること。 

（男女共同参画推進員） 

第 10条 市は、地域における男女共同参画を円滑に推進するため、男女共同参画推進員を置く

ものとする。 

（相談） 

第 11条 市は、男女共同参画の推進を阻害する行為等に関する市民の相談を受けるため、窓口

を置くものとする。 

２ 市は、前項の相談を受けたときは、関係機関と連携してこれに適切に対応するものとする。 

（年次報告） 

第 12条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を明らかにする年次報告書を作

成し、これを公表するものとする。 

（男女共同参画審議会） 

第 13条 男女共同参画の推進に関する次に掲げる事項を調査審議するため、花巻市男女共同参

画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

⑴ 基本計画の策定及び変更に関すること。 

⑵ その他施策の基本的事項及び重要事項に関すること。 

（組織及び任期） 

第 14条 審議会は、委員 15人以内をもって組織し、男女共同参画の推進に関し識見を有する者

のうちから市長が委嘱する。 

２ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

（会長及び副会長） 

第 15条 審議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選とする。 
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２ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第 16条 審議会は、市長が招集する。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（庶務） 

第 17条 審議会の庶務は、総合政策部において処理する。 

（委任） 

第 18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

この条例は、平成 18年１月１日から施行する。 

 

附 則（平成 19年３月 22日条例第３号） 

この条例は、平成 19年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成 20年 12月 19日条例第 51号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 21年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成 25年 12月 16日条例第 28号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 26年４月１日から施行する。 
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７ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

（平成 13年４月 13日法律第 31号） 

最終改正：平成 26年４月 23日法律第 28号 

 

我が国においては、日本国憲法 に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女

平等の実現に向けた取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわら

ず、被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、

多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個

人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を

防止し、被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。このことは、女性に対する暴

力を根絶しようと努めている国際社会における取組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。 

 

第一章 総則  

（定義）  

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力（身体に

対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに

準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（以下この項及び第二十八条の二において「身体に対す

る暴力等」と総称する。）をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が

離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き

受ける身体に対する暴力等を含むものとする。  

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。  

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあっ

た者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。  

（国及び地方公共団体の責務）  

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援す

ることを含め、その適切な保護を図る責務を有する。  

 

   第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等   

（基本方針）  

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条

第五項において「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため

の施策に関する基本的な方針（以下この条並びに次条第一項及び第三項において「基本方針」

という。）を定めなければならない。  

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三

項の市町村基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。  
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一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項  

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項  

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項  

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政

機関の長に協議しなければならない。  

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。  

（都道府県基本計画等）  

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基

本計画」という。）を定めなければならない。  

 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針  

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施内容に関する事項  

 三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項  

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案

して、当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関

する基本的な計画（以下この条において「市町村基本計画」という。）を定めるよう努めなけ

ればならない。  

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。  

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のた

めに必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。  

 

   第二章 配偶者暴力相談支援センター等   

（配偶者暴力相談支援センター）  

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当該各

施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。  

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援セ

ンターとしての機能を果たすようにするよう努めるものとする。  

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲

げる業務を行うものとする。  

一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は婦人相談員若しくは相談を

行う機関を紹介すること。  

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導

を行うこと。  

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。

次号、第六号、第五条及び第八条の三において同じ。）の緊急時における安全の確保及び一

時保護を行うこと。  
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四 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関

する制度の利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行

うこと。  

五 第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡

その他の援助を行うこと。  

 六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調

整その他の援助を行うこと。  

４ 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満た

す者に委託して行うものとする。  

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとす

る。  

（婦人相談員による相談等）  

第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行うことができる。  

（婦人保護施設における保護）  

第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行うことができる。  

 

   第三章 被害者の保護   

（配偶者からの暴力の発見者による通報等）  

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下

この章において同じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センタ

ー又は警察官に通報するよう努めなければならない。  

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又

は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又

は警察官に通報することができる。この場合において、その者の意思を尊重するよう努めるも

のとする。  

３ 刑法 （明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の

規定は、前二項の規定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。  

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又

は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援セン

ター等の利用について、その有する情報を提供するよう努めなければならない。  

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等）  

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、必要

に応じ、被害者に対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の

内容について説明及び助言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとする。   

（警察官による被害の防止）  

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法 （昭

和二十九年法律第百六十二号）、警察官職務執行法 （昭和二十三年法律第百三十六号）その他

の法令の定めるところにより、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被

害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。  

（警察本部長等の援助）  
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第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方

面については、方面本部長。第十五条第三項において同じ。）又は警察署長は、配偶者からの

暴力を受けている者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けたい

旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けている者に対

し、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防止するための措置の教示そ

の他配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な援助を行うものとする。  

（福祉事務所による自立支援）  

第八条の三 社会福祉法 （昭和二十六年法律第四十五号）に定める福祉に関する事務所（次条

において「福祉事務所」という。）は、生活保護法 （昭和二十五年法律第百四十四号）、児童

福祉法 （昭和二十二年法律第百六十四号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法 （昭和三十九年

法律第百二十九号）その他の法令の定めるところにより、被害者の自立を支援するために必要

な措置を講ずるよう努めなければならない。  

（被害者の保護のための関係機関の連携協力）  

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所等都道府県又は市町村の関係

機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われるよう、

相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。  

（苦情の適切かつ迅速な処理）  

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者から苦情

の申出を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。  

 

   第四章 保護命令   

（保護命令）  

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身

体に対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。）を受けた者に

限る。以下この章において同じ。）が、配偶者からの身体に対する暴力を受けた者である場合

にあっては配偶者からの更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対する暴力を受けた後

に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者

から引き続き受ける身体に対する暴力。第十二条第一項第二号において同じ。）により、配偶

者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場合にあっては配偶者から受ける身体に対す

る暴力（配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が

取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。

同号において同じ。）により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、

裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、

当該配偶者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が

離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者。以下この条、

同項第三号及び第四号並びに第十八条第一項において同じ。）に対し、次の各号に掲げる事項

を命ずるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、申立ての時において被害者及

び当該配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。  

一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本

拠としている住居を除く。以下この号において同じ。）その他の場所において被害者の身辺
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につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかい

してはならないこと。  

二 命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者と共に生活の本拠としている住居か

ら退去すること及び当該住居の付近をはいかいしてはならないこと。  

２ 前項本文に規定する場合において、同項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した

裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、

当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から

起算して六月を経過する日までの間、被害者に対して次の各号に掲げるいずれの行為もしては

ならないことを命ずるものとする。  

一 面会を要求すること。  

 二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。  

 三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。  

 四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、フ

ァクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。  

 五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、ファクシ

ミリ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。  

 六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はそ

の知り得る状態に置くこと。  

 七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。  

 八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞

恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。  

３ 第一項本文に規定する場合において、被害者がその成年に達しない子（以下この項及び次項

並びに第十二条第一項第三号において単に「子」という。）と同居しているときであって、配

偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他の事情があることか

ら被害者がその同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止

するため必要があると認めるときは、第一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発し

た裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するた

め、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日

から起算して六月を経過する日までの間、当該子の住居（当該配偶者と共に生活の本拠として

いる住居を除く。以下この項において同じ。）、就学する学校その他の場所において当該子の身

辺につきまとい、又は当該子の住居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近をはい

かいしてはならないことを命ずるものとする。ただし、当該子が十五歳以上であるときは、そ

の同意がある場合に限る。  

４ 第一項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活におい

て密接な関係を有する者（被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下

この項及び次項並びに第十二条第一項第四号において「親族等」という。）の住居に押し掛け

て著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその親

族等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認め

るときは、第一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立

てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命

令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過す



- 67 - 

 

る日までの間、当該親族等の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下

この項において同じ。）その他の場所において当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族

等の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずる

ものとする。  

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未満の子を除く。以下この項において同じ。）

の同意（当該親族等が十五歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理

人の同意）がある場合に限り、することができる。  

（管轄裁判所）  

第十一条 前条第一項の規定による命令の申立てに係る事件は、相手方の住所（日本国内に住所

がないとき又は住所が知れないときは居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。  

２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもす

ることができる。  

一 申立人の住所又は居所の所在地  

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地  

（保護命令の申立て）  

第十二条 第十条第一項から第四項までの規定による命令（以下「保護命令」という。）の申立

ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。  

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況  

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後

の配偶者から受ける身体に対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれ

が大きいと認めるに足りる申立ての時における事情  

 三 第十条第三項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居してい

る子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発す

る必要があると認めるに足りる申立ての時における事情  

 四 第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該親族等に関

して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要が

あると認めるに足りる申立ての時における事情  

 五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前各号に掲げる事項について相

談し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事

項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称 

  ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

  ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

  ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がな

い場合には、申立書には、同項第一号から第四号までに掲げる事項についての申立人の供述を

記載した書面で公証人法 （明治四十一年法律第五十三号）第五十八条ノ二第一項 の認証を受

けたものを添付しなければならない。  

（迅速な裁判）  

第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとする。  

（保護命令事件の審理の方法）  
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第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、

これを発することができない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を

達することができない事情があるときは、この限りでない。  

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がある場合には、裁判所は、

当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し又は援助若し

くは保護を求めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面の提出を求

めるものとする。この場合において、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長

は、これに速やかに応ずるものとする。  

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属

官署の長又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、同

項の規定により書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求めることができる。  

（保護命令の申立てについての決定等）  

第十五条 保護命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、口頭

弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。  

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期

日における言渡しによって、その効力を生ずる。  

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨及びその内容を申立人の住所又

は居所を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。  

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支援センターの職員に対し相談し、

又は援助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第十二条第一項第

五号イからニまでに掲げる事項の記載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、保護命令を

発した旨及びその内容を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センター（当該

申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センターが二以上ある場合にあっては、申立人

がその職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支援

センター）の長に通知するものとする。  

５ 保護命令は、執行力を有しない。  

（即時抗告）  

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。  

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。  

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情がある

ことにつき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判

が効力を生ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命ずることができる。事件の記録が原裁判

所に存する間は、原裁判所も、この処分を命ずることができる。  

４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定による命令の効力の停止を命ずる場合におい

て、同条第二項から第四項までの規定による命令が発せられているときは、裁判所は、当該命

令の効力の停止をも命じなければならない。  

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。  

６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命令を取り消す場合において、同条第二項か

ら第四項までの規定による命令が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消

さなければならない。  



- 69 - 

 

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命令について、第三項若しくは第四項の規定

によりその効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書記官

は、速やかに、その旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力相談支援センターの長に通知

するものとする。  

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場

合について準用する。  

（保護命令の取消し）  

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てをした者の申立てがあった場合に

は、当該保護命令を取り消さなければならない。第十条第一項第一号又は第二項から第四項ま

での規定による命令にあっては同号の規定による命令が効力を生じた日から起算して三月を

経過した後において、同条第一項第二号の規定による命令にあっては当該命令が効力を生じた

日から起算して二週間を経過した後において、これらの命令を受けた者が申し立て、当該裁判

所がこれらの命令の申立てをした者に異議がないことを確認したときも、同様とする。  

２ 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定による命令を発した裁判所が前項の規定に

より当該命令を取り消す場合について準用する。  

３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項の場合について準用する。  

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て）  

第十八条 第十条第一項第二号の規定による命令が発せられた後に当該発せられた命令の申立

ての理由となった身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする同号

の規定による命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配偶者と共に生活の本拠として

いる住居から転居しようとする被害者がその責めに帰することのできない事由により当該発

せられた命令の効力が生ずる日から起算して二月を経過する日までに当該住居からの転居を

完了することができないことその他の同号の規定による命令を再度発する必要があると認め

るべき事情があるときに限り、当該命令を発するものとする。ただし、当該命令を発すること

により当該配偶者の生活に特に著しい支障を生ずると認めるときは、当該命令を発しないこと

ができる。  

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定の適用については、同条第一項各号列記以

外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに第

十八条第一項本文の事情」と、同項第五号中「前各号に掲げる事項」とあるのは「第一号及び

第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」と、同条第二項中「同項第一号から第

四号までに掲げる事項」とあるのは「同項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一

項本文の事情」とする。  

（事件の記録の閲覧等）  

第十九条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧

若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請

求することができる。ただし、相手方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは

相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達があるまでの

間は、この限りでない。  

（法務事務官による宣誓認証）  

第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域内に公証人がいない場合又は公

証人がその職務を行うことができない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方法務局
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又はその支局に勤務する法務事務官に第十二条第二項（第十八条第二項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。）の認証を行わせることができる。  

（民事訴訟法 の準用）  

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、その

性質に反しない限り、民事訴訟法 （平成八年法律第百九号）の規定を準用する。  

（最高裁判所規則）  

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手続に関し必要な事項は、最高裁

判所規則で定める。  

 

   第五章 雑則   

（職務関係者による配慮等）  

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項

において「職務関係者」という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その

置かれている環境等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重するとと

もに、その安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。  

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関

する理解を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。  

（教育及び啓発）  

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深めるため

の教育及び啓発に努めるものとする。  

（調査研究の推進等）  

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため、

加害者の更生のための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調

査研究の推進並びに被害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとする。  

（民間の団体に対する援助）  

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活

動を行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。  

（都道府県及び市の支弁）  

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。  

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦人相談所の運営に要する費用

（次号に掲げる費用を除く。）  

二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所が行う一時保護（同条第四項に規定する

厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）に要する費用  

三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用  

 四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者

に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用  

２ 市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用を支弁し

なければならない。  

（国の負担及び補助）  
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第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第一項の規定により支弁した費

用のうち、同項第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとす

る。  

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五以内を補助することができ

る。  

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げ

るもの  

 二 市が前条第二項の規定により支弁した費用  

 

   第五章の二 補則   

（この法律の準用）  

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章までの規定は、生活の本拠を共にする交際（婚

姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。）をする関係にある相

手からの暴力（当該関係にある相手からの身体に対する暴力等をいい、当該関係にある相手か

らの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が当該関係を解消した場合にあっては、当該関

係にあった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。）及び当該暴力を受けた者につ

いて準用する。この場合において、これらの規定中「配偶者からの暴力」とあるのは「第二十

八条の二に規定する関係にある相手からの暴力」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

 

第二条 被害者 被害者（第二十八条の二に規定する関係に

ある相手からの暴力を受けた者をいう。以

下同じ。） 

第六条第一項 配偶者又は配偶者で

あった者 

同条に規定する関係にある相手又は同条

に規定する関係にある相手であった者 

第十条第一項から第四

項まで、第十一条第二項

第二号、第十二条第一項

第一号から第四号まで

及び第十八条第一項 

配偶者 第二十八条の二に規定する関係にある相

手 

第十条第一項 離婚をし、又はその婚

姻が取り消された場

合 

第二十八条の二に規定する関係を解消し

た場合 

 

   第六章 罰則   

第二十九条 保護命令（前条において読み替えて準用する第十条第一項から第四項までの規定に

よるものを含む。次条において同じ。）に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰

金に処する。  

第三十条 第十二条第一項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又

は第二十八条の二において読み替えて準用する第十二条第一項（第二十八条の二において準用

する第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により記載すべき
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事項について虚偽の記載のある申立書により保護命令の申立てをした者は、十万円以下の過料

に処する。  

 

    附 則 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第二章、

第六条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第七条、第九条（配偶者暴力相談

支援センターに係る部分に限る。）、第二十七条及び第二十八条の規定は、平成十四年四月一日

から施行する。  

（経過措置） 

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対し被害者が配偶者からの身体に対する

暴力に関して相談し、又は援助若しくは保護を求めた場合における当該被害者からの保護命令

の申立てに係る事件に関する第十二条第一項第四号並びに第十四条第二項及び第三項の規定

の適用については、これらの規定中「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは、「婦人相談

所」とする。  

（検討）  

第三条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況

等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。  

 

   附 則 （平成十六年六月二日法律第六十四号）  

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。  

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護に関する法律（次項において「旧法」という。）第十条の規定による命令の申立てに係

る同条の規定による命令に関する事件については、なお従前の例による。  

２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた後に当該命令の申立ての理由となった身

体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由とする

この法律による改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（以下「新法」

という。）第十条第一項第二号の規定による命令の申立て（この法律の施行後最初にされるも

のに限る。）があった場合における新法第十八条第一項の規定の適用については、同項中「二

月」とあるのは、「二週間」とする。  

（検討） 

第三条 新法の規定については、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案

し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。  

 

   附 則 （平成十九年七月十一日法律第百十三号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。  

（経過措置） 
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第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護に関する法律第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する

事件については、なお従前の例による。  

 

   附 則 （平成二十五年七月三日法律第七十二号） 抄  

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。  

 

   附 則 （平成二十六年四月二十三日法律第二十八号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。  

一 第一条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定並びに附則第四条第一

項及び第二項、第十四条並びに第十九条の規定 公布の日  

二 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十八条

までの規定 平成二十六年十月一日  

（政令への委任） 

第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定

める。  
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８ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

（平成 27年９月４日法律第 64号） 

 

第一章 総則  

（目的） 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその

個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業生活における

活躍」という。）が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法（平成十一年

法律第七十八号）の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その

基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方

針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等に

ついて定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男

女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済

情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。 

（基本原則） 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実

情を踏まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育

訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその

活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業

生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できるように

することを旨として、行われなければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介

護その他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生

活に関する事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、

相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動について家族の一

員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整備等

により、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、

行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関

し、本人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進についての基

本原則（次条及び第五条第一項において「基本原則」という。）にのっとり、女性の職業生活

における活躍の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対す

る職業生活に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資

する雇用環境の整備その他の女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施す

るよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する女性の職業生活における活躍の推進に

関する施策に協力しなければならない。 
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第二章 基本方針等 

（基本方針） 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合

的かつ一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針（以下「基

本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的な

事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表

しなければならない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

（都道府県推進計画等） 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する施策についての計画（以下この条において「都道府県推進計画」という。）

を定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県推

進計画）を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関す

る施策についての計画（次項において「市町村推進計画」という。）を定めるよう努めるもの

とする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、又は変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針 

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、次条

第一項に規定する一般事業主行動計画及び第十五条第一項に規定する特定事業主行動計画（次

項において「事業主行動計画」と総称する。）の策定に関する指針（以下「事業主行動計画策

定指針」という。）を定めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、事業主行動計画の指針となる

べきものを定めるものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項 
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三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動計画策定指針を定め、又は変更し

たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 

第二節 一般事業主行動計画 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」という。）であって、常時雇用

する労働者の数が三百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動

計画（一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画を

いう。以下同じ。）を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なけ

ればならない。これを変更したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施

時期 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、

厚生労働省令で定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続

勤務年数の差異、労働時間の状況、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他

のその事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活にお

ける活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これ

を定めなければならない。この場合において、前項第二号の目標については、採用する労働者

に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時間、管理的地位

にある労働者に占める女性労働者の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならな

い。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労

働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労

働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、一

般事業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものは、事業主行動計画策定

指針に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大

臣に届け出るよう努めなければならない。これを変更したときも、同様とする。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更しようと

する場合について、第四項から第六項までの規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行

動計画を定め、又は変更した場合について、それぞれ準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定による届出をした一般事業主からの申請

に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活におけ
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る活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の厚

生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 

（認定一般事業主の表示等） 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（次条及び第二十条第一項において「認定一般事業主」

という。）は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類

若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの（次項において「商品等」という。）に厚生

労働大臣の定める表示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示

を付してはならない。 

（認定の取消し） 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条の

認定を取り消すことができる。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 

（委託募集の特例等） 

第十二条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（一般事業主であって、常時雇用する

労働者の数が三百人以下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。）が、当該承認中

小事業主団体をして女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労

働者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しよ

うとするときは、職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第三十六条第一項及び第三項

の規定は、当該構成員である中小事業主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その

他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるも

の又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの（厚生労働省令で定める

要件に該当するものに限る。）のうち、その構成員である中小事業主に対して女性の職業生活

における活躍の推進に関する取組を実施するための人材確保に関する相談及び援助を行うも

のであって、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚

生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認めると

きは、同項の承認を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で

定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚

生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第

五条の三第一項及び第三項、第五条の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十八条の三、

第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の二の規定は前項の規定による

届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出

をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四

項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について、それぞれ

準用する。この場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」と
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あるのは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十二条第四項の規定による届出

をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集

の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同法第三十六条

第二項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者

がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の二中「第三十九条に規定する

募集受託者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成二十七年法

律第号）第十二条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相談及び援助の実施状況について報

告を求めることができる。 

第十三条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認

中小事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これら

に基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な

実施を図るものとする。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第十四条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規定により一般事業主行動計画を策定しようと

する一般事業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画

の策定、労働者への周知若しくは公表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施され

るように相談その他の援助の実施に努めるものとする。 

 

第三節 特定事業主行動計画 

第十五条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの（以下

「特定事業主」という。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して、

特定事業主行動計画（特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

に関する計画をいう。以下この条において同じ。）を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施

時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、内閣府令で定め

るところにより、採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時

間の状況、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他のその事務及び事業における

女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進する

ために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければなら

ない。この場合において、前項第二号の目標については、採用する職員に占める女性職員の割

合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性

職員の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に

周知させるための措置を講じなければならない。 
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５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表し

なければならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表

しなければならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、特定事業主行動計画

に定められた目標を達成するよう努めなければならない。 

 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第十六条 第八条第一項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生

活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活

における活躍に関する情報を定期的に公表しなければならない。 

２ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営

み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活におけ

る活躍に関する情報を定期的に公表するよう努めなければならない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第十七条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする

女性の職業選択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関す

る情報を定期的に公表しなければならない。 

 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置 

（職業指導等の措置等） 

第十八条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、

創業の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するため、前項の措置と相まって、職

業生活を営み、又は営もうとする女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、関係機

関の紹介その他の情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、その事務を適切に実施すること

ができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当な理

由なく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（財政上の措置等） 

第十九条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公共団体の施策を支援するた

めに必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（国等からの受注機会の増大） 

第二十条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国及び公庫等（沖縄振興開

発金融公庫その他の特別の法律によって設立された法人であって政令で定めるものをいう。）

の役務又は物件の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主その他の女性

の職業生活における活躍に関する状況又は女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

の実施の状況が優良な一般事業主（次項において「認定一般事業主等」という。）の受注の機

会の増大その他の必要な施策を実施するものとする。 
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２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注の機会の増大その他の必要な

施策を実施するように努めるものとする。 

 （啓発活動） 

第二十一条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進について、国民の関心

と理解を深め、かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に資するよう、国内外にお

ける女性の職業生活における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び提供を行

うものとする。 

（協議会） 

第二十三条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する事

務及び事業を行う国及び地方公共団体の機関（以下この条において「関係機関」という。）は、

第十八条第一項の規定により国が講ずる措置及び同条第二項の規定により地方公共団体が講

ずる措置に係る事例その他の女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を活用するこ

とにより、当該区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する取組が効果的かつ円

滑に実施されるようにするため、関係機関により構成される協議会（以下「協議会」という。）

を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内において第十八条第三項の規定に

よる事務の委託がされている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員として加えるも

のとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員

として加えることができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下この項において「関係機関等」という。）が

相互の連絡を図ることにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、関

係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組について協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨

を公表しなければならない。 

（秘密保持義務） 

第二十四条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、

協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第二十五条 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が

定める。 

 

第五章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 
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第二十六条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、第八条第一項

に規定する一般事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができ

る。 

（権限の委任） 

第二十七条 第八条から第十二条まで及び前条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令

で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 

（政令への委任） 

第二十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 

 

第六章 罰則 

第二十九条 第十二条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務

の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰

金に処する。 

第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処す

る。 

一 第十八条第四項の規定に違反した者 

二 第二十四条の規定に違反した者 

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処

する。 

一 第十二条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者 

二 第十二条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わ

なかった者 

三 第十二条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した  

者 

第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十条第二項の規定に違反した者 

二 第十二条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、

又は虚偽の報告をした者 

三 第十二条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しく

は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳

述をした者 

第三十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又

は人の業務に関し、第二十九条、第三十一条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰す

るほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

第三十四条 第二十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の

過料に処する。 

 

附 則 

（施行期日） 
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第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章（第七条を除く。）、第五章（第二

十八条を除く。）及び第六章（第三十条を除く。）の規定並びに附則第五条の規定は、平成二十

八年四月一日から施行する。 

（この法律の失効） 

第二条 この法律は、平成三十八年三月三十一日限り、その効力を失う。 

２ 第十八条第三項の規定による委託に係る事務に従事していた者の当該事務に関して知り得

た秘密については、同条第四項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項の規定にかかわら

ず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、第二十四条の

規定（同条に係る罰則を含む。）は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、な

おその効力を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の規定に

かかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

（政令への委任） 

第三条 前条第二項から第四項までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措

置は、政令で定める 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案

し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必

要な措置を講ずるものとする。 

（社会保険労務士法の一部改正） 

第五条 社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）の一部を次のように改正する。 

  別表第一第二十号の二十五の次に次の一号を加える。 

二十の二十六 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成二十七年法律第六

十四号） 

（内閣府設置法の一部改正） 

第六条 内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）の一部を次のように改正する。 

附則第二条第二項の表に次のように加える。 

平成三十八年三月三十一日 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針

（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平

成二十七年法律第六十四号）第五条第一項に規定するも

のをいう。）の策定及び推進に関すること。 
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９　花巻市男女共同参画基本計画見直しにかかるアンケート調査（H２６）報告書

調査の目的と概要
　
○調査の目的
　花巻市は、平成19年3月に策定した花巻男女共同参画基本計画が平成27年度末をもって計画
期間が満了し、全面的な見直しを実施することから市民の皆様の男女共同参画に関する現状を
把握するため実施したものです。

○調査の概要
　①調査対象 市内に居住する15歳以上の男女

　②標本数 2,100人　　　(1,700人)　
内訳 15歳～19歳 300 人

20歳～29歳 300 人
30歳～39歳 300 人
40歳～49歳 300 人
50歳～59歳 300 人
60歳～69歳 300 人
70歳～ 300 人

　③抽出方法 花巻市民から15歳以上の男女2,100人を無作為抽出

  ④抽出台帳 住民基本台帳

　⑤調査方法 郵送配布、郵送回収

　⑥調査期間 平成27年1月20日～3月31日

　⑦有効回収数 874人

　⑧回収率 41.6%

※前回調査　(旧花巻市において実施したもの)

　標本数 1700人

内訳 　　　　18歳～19歳 200 人
　　　　20歳～29歳 300 人
　　　　30歳～39歳 300 人
　　　　40歳～49歳 300 人
　　　　50歳～59歳 300 人
　　　　60歳～69歳 300 人

　調査期間 平成15年8月7日～9月15日

　有効回収数 543人 　

　回収率 31.9%
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花巻市男女共同参画基本計画見直しにかかるアンケート調査
(平成27年1月　2,100人に調査票を郵送)

1.自身やご家族について

【1-1】性別

回答者数:人 n=867        性別回答割合

◇回答者の割合は、男性が44.3％、女性が55.7％であり、前回調査より男性の割合が3.0％
増加している。

【1-2】年代

回答者数:人 n=872 年代別回答割合

年代別回答率の比較

◇回答者の年代別割合では､60代が最も多く22.0％を占め､次が70代以上の18.9％となっている。
◇年代別の回答率を前回調査と比較すると、10代、20代、50代、60代で回答率が上がり、
30代、40代で前回調査から微減している。(前回の調査では70代以上は調査していない。)
　

 n ・・・各設問における回答者数

29.7%

24.0%

32.0%

39.3%

46.7%

64.0%

55.0%

21.5%

17.7%

34.7%

39.7%

34.7%

39.7%

0.0%

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

H26

H15

384

483

男性

女性

44.3
%55.7

%

H26

男性

女性
41.3

%
58.7

%

H15

男性

女性

89

72

96

118

140

192

165

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

10.2%

8.3%

11.0%

13.5%

16.1%

22.0%

18.9%

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上
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【1-3】職業

回答者数:人 n=862 職業別の割合

◇回答者を職業別に見ると「会社員・公務員」が最も多く30.4%となっている。次に「無職」18.6%、
「パート・アルバイト」11.8%となっている。

【1-4】結婚の有無 　

回答者数:人 n=872        結婚の有無の割合

◇結婚の有無では「未婚」が前回調査より3.9％多い24.4％で、「結婚している(配偶者あり、
事実婚含む)」は前回より5.6％少ない66.5％となっている。

【1-5】共働きについて

回答者数:人 n=574 　 　共働きの割合
　

◇夫婦ともに就業している割合が51.7％と過半数を占めている。

【1-6】子どもの有無

回答者数:人 n=838       子どもの有無の割合

◇子ども有無では「なし」が26.0％、「あり」が74.0％となっている。
◇子どもの数では「2人」が最も多く43.1%、次いで「3人」が14.7%となっている。

262

102

47

66

96

100

160

29

会社員・公務員

パート・アルバイト

自営業（商工業・サービス業）

自営業（農林漁業）

主婦（夫）

学生

無職

その他

24.4%

66.5%

9.1%

H26

未婚

結婚している（配偶者あ

り、事実婚含む）

結婚経験あり（離

別・死別）

20.5%

72.1%

7.4%

H15

未婚

結婚している（配偶者あ
り、事実婚含む）

結婚経験あり（離

別・死別）

213

580

79

未婚

結婚している（配偶者あり、事

実婚含む）

結婚経験あり（離別・死別）

51.7%

18.5%

6.6%

23.2%

夫婦ともに就業

夫が就業、妻は無職

夫が無職、妻が就業

夫婦ともに無職

297

106

38

133

夫婦ともに就業

夫が就業、妻は無職

夫が無職、妻が就業

夫婦ともに無職

218

112

361

123

24

なし

１人

２人

３人

４人以上

26.0%

13.4%
43.1%

14.7%

2.8%

なし

１人

２人

３人

４人以上

30.4%

11.8%

5.4%7.7%
11.1%

11.6%

18.6%

3.4%
会社員・公務員

パート・アルバイト

自営業（商工業・サービス業）

自営業（農林漁業）

主婦（夫）

学生

無職

その他
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【1-7】家族構成について

回答者数:人 n=858 家族構成割合

◇2世代世帯が最も多く41.0％、次いで3世代世帯が24.8％、夫婦のみ世帯が20.2％となっている。

2.男女共同参画社会について

問1　あなたは、男女共同参画社会という言葉を知っていますか。次のうちからあてはまる番号
　　を１つお選びください。

n=856

◇「言葉も意味も知っている」は52.8％と全体の約半数を占め、前回調査より2.9％増加している。
◇「言葉も意味も知らない」は18.9%と前回調査より4.1％減少した。

問2　あなたの周りでは、次の項目について男性と女性の地位が平等になっていると思いますか。
　　あてはまる番号を１つお選びください。

①家庭内での男女平等
                 n=838

◇家庭での男女平等について「そう思う」「少し思う」を合わせて68.8％。前回調査と比べ
17.0％増加している。

52.8%
28.3%

18.9%

H26

言葉も意味も知ってい

る

言葉は知っているが意

味は分からない

言葉も意味も知らない

49.9%

27.1%

23.0%

H15

言葉も意味も知ってい

る

言葉は知っているが意

味は分からない

言葉も意味も知らない

29.6%

39.2%

23.6%

7.6%
H26

そう思う

少し思う

あまり思わない

思わない

19.2%

32.6%28.5%

19.7%

H15

そう思う

少し思う

あまり思わない

思わない

9.9%

20.2%

41.0%

24.8%

4.1%

単身世帯

夫婦のみ

2世代世帯

3世代世帯

その他

85

173

352

213

35

単身世帯

夫婦のみ

2世代世帯

3世代世帯

その他
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②学校での男女平等
n=784

◇学校での男女平等について「そう思う」「少し思う」を合わせて85.9％となっており、前回調査
と比べ18.1％増加している。

③職場での男女平等
n=796

◇職場での男女平等について「そう思う」「少し思う」を合わせて52.0％となっており、前回調
査と比べ8.6％増加している。

④地域活動での男女平等
n=824

◇地域での男女平等について「そう思う」「少し思う」を合わせて55.9％となっており、前回調
査と比べ15.6％増加している。

43.0%

42.9%

11.6%

2.5%
H26

そう思う

少し思う

あまり思わない

思わない

25.9%

41.9%

24.8%

7.4%
H15

そう思う

少し思う

あまり思わない

思わない

15.8%

36.2%
34.5%

13.5%

H26

そう思う

少し思う

あまり思わない

思わない

12.1%

31.3%

35.7%

20.9%

H15

そう思う

少し思う

あまり思わない

思わない

18.6%

37.3%

34.3%

9.8%

H26

そう思う

少し思う

あまり思わない

思わない

11.1%

29.2%

42.2%

17.5%

H15

そう思う

少し思う

あまり思わない

思わない
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⑤法律や制度での男女平等
n=817

◇法律や制度での男女平等について「そう思う」「少し思う」を合わせて58.1％となっており、前回
調査と比べ15.9％増加している。

⑥政治や政策決定での男女平等
n=819

◇政治や政策決定での男女平等について「そう思う」「少し思う」を合わせて43.5％となっており、
前回調査と比べ11.3％増加している。

⑦社会の習慣やしきたりでの男女平等
n=820

◇社会の習慣やしきたりでの男女平等について「そう思う」「少し思う」を合わせて30.8％となって
おり、前回調査と比べ12.4％増加している。

⑧言葉や会話での男女平等
n=828

◇言葉や会話での男女平等について「そう思う」「少し思う」を合わせて55.7％となって
おり、前回調査と比べ15.1％増加している。

19.4%

38.7%

30.5%

11.4%

H26
そう思う

少し思う

あまり思わない

思わない

13.2%

30.3%

40.0%

16.5%

H26

そう思う

少し思う

あまり思わない

思わない

8.4%

23.8%

40.8%

27.0%

H15

そう思う

少し思う

あまり思わない

思わない

8.5%

22.3%

43.8%

25.4%

H26

そう思う

少し思う

あまり思わない

思わない

2.8%

15.6%

41.3%

40.3%

H15

そう思う

少し思う

あまり思わない

思わない

17.1%

38.6%

32.6%

11.7%

H26

そう思う

少し思う

あまり思わない

思わない

9.3%

31.3%

35.8%

23.6%

H15

そう思う

少し思う

あまり思わない

思わない

12.6%

29.6%

38.5%

19.3%

H15

そう思う

少し思う

あまり思わない

思わない
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3.男女間の暴力について
問3　DV(ドメスティック・バイオレンス)という言葉を知っていますか。次のうちからあてはまる番号
　　を１つお選びください。
回答者数:人 　　　　ｎ＝866

年代別の割合

DVの言葉も意味も知っている人の割合 前回調査との比較

◇10代から50代では、9割以上の方が、60代でも9割近くの方が「言葉も意味も知っている」
と回答しており、前回調査と比較しても全世代で増加している。
※前回の調査では、70代以上は調査していない。

96.6%

97.2%

94.8%

95.8%

94.2%

89.0%

71.0%

69.8%

88.7%

75.7%

70.6%

64.1%

50.1%

0.0%

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

H26

H15

96.6%

97.2%

94.8%

95.8%

94.2%

89.0%

71.0%

1.1%

2.8%

5.2%

2.5%

3.6%

7.9%

12.6% 16.4%

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

言葉も意味も知っている

言葉は知っているが、意

味は分からない

言葉も意味も知らない

774

52

40

言葉も意味も知っている

言葉は知っているが、意味

は分からない

言葉も意味も知らない

ＤＶという言葉を知っているか

89.4%

6.0%4.6%
言葉も意味も知っている

言葉は知っているが、意

味は分からない

言葉も意味も知らない
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問4　あなたは、これまでに次のようなDVを受けたことや見たことがありますか。あてはまる番号を
　　すべてお選びください。

ｎ＝874 ｎ＝874

ｎ＝874 ｎ＝874

ｎ＝874 ｎ＝874

ｎ＝874  

◇DVの中でも、精神的暴力を受けたことや見たこと
がある方の割合が28.4％と最も高く、次に身体的暴力
が14.1％となっている。また、受けたことも見たこともな
い方が58.6％となっている。

14.1%

85.9%

１．身体的暴力

ある

ない

28.4%

71.6%

２．精神的暴力

ある

ない

3.5%

96.5%

３．性的暴力

ある

ない

6.6%

93.4%

４．経済的暴力

ある

ない

6.4%

93.6%

５．社会的暴力

ある

ない

14.4%

85.6%

６．DVを見たことがある

ある

ない

58.6%

41.4%

７．受けたことも見たこともない

はい

いいえ
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問5　問4でDVを受けたことや見たことがあると答えた方に伺います。そのとき、どなたかに相談さ
　　れましたか。次のうちからあてはまる番号をすべてお選びください。

回答者数:人 ｎ＝362

いない。

◇「相談しなかった」が125人で、34.5%となっている。
◇相談先は主に「家族」、「友人・知人」となっている。

4.家庭生活について

問6　あなたの家庭では、次にあげる家事などを主に誰が行っていますか。あてはまる番号を
　　1つお選びください。

①日常の買い物 ｎ＝822
 

 

②食事の支度 ｎ＝821

3.9%

56.9%
21.9%

13.7%

3.6%

H26

主に夫

主に妻

夫婦で同程度に分担

その他の人

該当なし

3.6%

57.8%
20.4%

15.9%

2.3%

H15

主に夫

主に妻

夫婦で同程度に分担

その他の人

該当なし

1.6%

72.6%

7.1%

15.1%

3.6%

H26

主に夫

主に妻

夫婦で同程度に分担

その他の人

該当なし

2.1%

70.0%

9.6%

16.2%

2.1%

H15

主に夫

主に妻

夫婦で同程度に分担

その他の人

該当なし

83

79

9

6

5

5

0

14

125

家族

友人・知人

警察

市役所の相談員

民生委員

市外の相談窓口

配偶者暴力相談支援センター

その他

相談しなかった

誰かに相談したか
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③掃除 ｎ＝820

④洗濯 ｎ＝817

⑤育児 ｎ＝734

⑥介護 ｎ＝721
※前回調査では回答項目を設けていません。

4.2%

60.1%

17.3%

14.5%

3.9%
H26

主に夫

主に妻

夫婦で同程度に分担

その他の人

該当なし

2.7%

65.1%

14.4%

15.5%

2.3%

H15

主に夫

主に妻

夫婦で同程度に分担

その他の人

該当なし

3.9%

67.3%

10.9%

13.8%

4.1%

H26

主に夫

主に妻

夫婦で同程度に分担

その他の人

該当なし

2.7%

65.1%

14.4%

15.5%

2.3%

H15

主に夫

主に妻

夫婦で同程度に分担

その他の人

該当なし

0.3%

41.9%

19.5%

6.4%

31.9%

H26

主に夫

主に妻

夫婦で同程度に分担

その他の人

該当なし

0.2%

22.9%

12.7%

3.6%

60.6%

H15

主に夫

主に妻

夫婦で同程度に分担

その他の人

該当なし

2.8%

21.5%

6.2%

7.8%
61.7%

H26

主に夫

主に妻

夫婦で同程度に分担

その他の人

該当なし
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⑦学校行事 ｎ＝732

⑧地区行事 ｎ＝805

◇掃除については、「主に妻」が減少し「主に夫」「夫婦で同程度」が若干増えている。
◇地区行事については、「夫婦で同程度」が減り、「主に夫」が増加している。

問7　あなたは、夫は外で働き、妻は家庭を守るべきであるという考え方についてどう思いますか。
　　次のうちからあてはまる番号を1つお選びください。

回答者数:人 ｎ＝857

◇「賛成」「どちらかといえば賛成」が合わせて35.2％となっており、「反対」「どちらかといえば」
が43.9％と反対の割合が多くなっている。
(※前回調査では、この項目を設けていない)

5.9%

29.3%

23.7%

20.2%

20.9%

夫は外で働き、妻は家庭を守るべきであるという考え方について

賛成

どちらかといえば賛成

どちらかといえば反対

反対

わからない

4.7%

33.6%

21.3%7.1%

33.3%

H26

主に夫

主に妻

夫婦で同程度に分担

その他の人

該当なし

1.7%

27.8%

15.8%

4.6%

50.1%

H15

主に夫

主に妻

夫婦で同程度に分担

その他の人

該当なし

28.6%

20.5%
29.3%

10.9%

10.7%

H26

主に夫

主に妻

夫婦で同程度に分担

その他の人

該当なし

19.8%

20.2%

37.0%

12.2%

10.8%

H15

主に夫

主に妻

夫婦で同程度に分担

その他の人

該当なし

51

251

203

173

179

賛成

どちらかといえば賛成

どちらかといえば反対

反対

わからない
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問8　一般に、男女が共に「仕事」、「家庭生活」、「地域・個人生活」の両立を可能とするためには、
　　特にどのようなことが必要だと考えますか。次のうちからあてはまる番号を3つ以内でお選びく
　　ださい。

回答者数:人　　　　　　                                                              　ｎ＝874

　
　

　
　
　

　◇両立に必要なものとして「育児休業・介護休業制度を利用しやすい職場環境の整備」が最
　も多く、次に、「労働条件面や昇進、昇格の機会で男女差の解消」があげられている。

5.女性と職業について

問9　女性が職業を持つことについて、あなたはどうお考えですか。自分の考えに最も近い番号を
　　1つお選びください。
回答者数:人　　　　　　　　　　　　ｎ＝874

◇「職業を持ったほうがよい」が前回調査との比較すると大幅に増加している。
※ただし、今回調査では、「片方が職業を持てばよい」、「わからない」の項目を設けていない。

問10　女性が出産や子育てのために仕事を続けたくてもやむを得ず退職するケースがあります。
　　　女性が仕事と育児・介護等を両立していくために必要と考えるものを次の番号から3つ以内
　　　でお選びください。

回答者数:人 ｎ＝874

◇両立に必要なものとして「職場の理解と協力」が最も多く、次に「育児休業制度等の普及啓発」、
「労働時間短縮・選択制」があげられている。

472 (54.0%)

367 (42.0%)

326 (37.3%)

285 (32.6%)

284 (32.5%)

239 (27.3%)

181 (20.7%)

91 (10.4%)

60 (6.9%)

59 (6.8%)

19 (2.2%)

育児休業・介護休業制度を利用しやすい職場環境の整備

労働条件面や昇進、昇格の機会で男女差の解消

保育・介護サービスの向上

柔軟な勤務制度の導入など

育児や介護のために退職した職員の復職など

金銭面での支援の充実

固定的性別役割分担意識の解消

家庭や学校における男女平等教育

研修や職業訓練の機会の確保

相談できる窓口の設置

その他

男女が共に「仕事」「家庭生活」「地域・個人生活」の両立をするには何が必要か

639 (73.1%)

417 (47.7%)

382 (43.7%)

364 (41.6%)

358 (41.0%)

244 (27.9%)

70 (8.0%)

15 (1.7%)

職場の理解と協力

育児休業制度等の普及啓発

労働時間短縮・選択制

育児・介護支援施設の拡充

家族の理解と協力

男女ともに育児・介護を担う

研修や職業訓練などの就業支援

その他

女性が仕事と育児・介護等を両立していくために必要と考えるもの

33.8%

17.1%

1.1%1.9%

34.5%

4.1%
7.5%

H15
職業を持ったほうがよい

片方が職業を持てばよい

結婚するまでは、職業を持つ方がよい

子どもができるまでは、職業を持つ方がよい

子どもができたら職業をやめ、大きくなったら

再び職業を持つ方がよい

職業を持たない方がよい

わからない

67.7%
2.0%

5.3%

24.2%

0.8%

H26

職業を持ったほうがよい

結婚するまでは、職業を持つ方がよい

子どもができるまでは、職業を持つ方がよい

子どもができたら職業をやめ、大きくなったら

再び職業を持つ方がよい

職業を持たない方がよい
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問11　現在の社会は女性が働きやすい状況にあると思いますか。あてはまる番号を1つお選びください。

　
回答者数:人 ｎ＝856

◇「大変働きやすい状況にあると思う」と「ある程度働きやすい状況にあると思う」とを合わせると42.2％で

あり、「あまり働きやすい状況にないと思う」と「働きやすい状況にないと思う」とを合わせると46.9％である。

6.社会の方針決定等への参画について

問12　自治会、PTAなどの役職、議員や委員会等委員への女性の進出が進まない原因はどこに
　　　あると思われますか。次の中から原因として考えられる番号を3つ以内でお選びください。

回答者数:人 ｎ＝874

◇「男性がなるほうがいいと思っている人が多い」が最も多く、次に「女性の登用に対する意識や
理解が足りない」、「女性自身が役職に対する関心やチャレンジ精神がない」と続いている。

問13　男性と女性が家庭、職場、地域、政治の場などあらゆる分野に平等に参画することができ
　　　る社会を実現するためには、何が重要だと思いますか。次の中からあてはまる番号を3つ以
　　　内でお選びください。

回答者数:人 ｎ＝874

◇「女性の積極的な登用」が最も多く、次に「保育サービスの充実」、「企業・職場への周知啓発」
があげられている。

430 (49.2%)

416 (47.6%)

354  (40.5%)

260  (29.7%)

257  (29.4%)

224  (25.6%)

130  (14.9%)

46  (5.3%)

男性がなるほうがいいと思っている人が多い

女性の登用に対する意識や理解が足りない

女性自身が役職に対する関心やチャレンジ精神がない

女性はでしゃばるものではない」という意識がある

女性の有識者や人材がいない

女性の能力に対する偏見がある

女性が女性の足を引っ張っている

その他

議員や委員会等委員への女性の進出が進まない原因はどこにあるか

338 (38.7%)
319  (36.5%)

298  (34.1%)
273  (31.2%)

235  (26.9%)
234  (26.8%)

224  (25.6%)
132  (15.1%)

103  (11.8%)
45  (5.1%)

40  (4.6%)
31  (3.5%)

女性の積極的な登用

保育サービスの充実

企業・職場への周知啓発

制度の制定や見直し

女性リーダーの養成

介護サービスの充実

学校や家庭での男女平等教育

情報・交流拠点の充実

男女共同参画に関する講座等の開催

DV・セクハラ等の相談事業の充実

講座や啓発資料の充実

その他

男性と女性があらゆる分野に平等に参画できる社会を実現するためには、何が重要だと思うか

15

346

279

122

94

大変働きやすい状況にあると思う

ある程度働きやすい状況にあると思う

あまり働きやすい状況にないと思う

働きやすい状況にないと思う

どちらともいえない

現在の社会は女性が働きやすい状況にあると思うか

1.8%

40.4%

32.6%

14.3%

10.9%

現在の社会は女性が働きやすい状況にあると思うか

大変働きやすい状況にある

と思う

ある程度働きやすい状況に

あると思う

あまり働きやすい状況にな

いと思う

働きやすい状況にないと思

う

どちらともいえない
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7.社会活動への参加について

問14　あなたは現在、仕事や学業以外に何か活動をしていますか。次の中からあてはまる番号を
　　　すべてお選びください。

回答者数:人 ｎ＝874

◇仕事や学業以外の活動は、「スポーツ、趣味、教養などのサークル・グループ活動」が
最も多いが、約半数の方は仕事や学業以外での活動に参加していないと回答している。

問15　あなたが社会活動にもっと参加できるようにするためには、どのようなことが必要だと思い
　　　ますか。次の中からあてはまる番号を3つ以内でお選びください。

回答者数:人 ｎ＝874

◇社会活動にもっと参加できるようにするためには、「関心と意欲を持つ」が54.1%と最も多く、
次いで「参加するきっかけ」、「家族の理解と協力」となっている。

277 (31.7%)

129  (14.8%)

105  (12.0%)

91  (10.4%)

63  (7.2%)

39  (4.5%)

29  (3.3%)

21  (2.4%)

14  (1.6%)

24  (2.7%)

388  (44.4%)

スポーツ、趣味、教養などのサークル・グループ活動

コミュニティ会議などの地域活動

ボラ ンティア活動

青年団体、女性団体、老人クラブなどの各種団体活動

PTA活動

自然保護、環境美化など地球環境を守る運動

政党、宗教などに関する活動

青少年健全育成活動

国際交流活動

その他

参加していない

仕事や学業以外に何か活動をしているか

473 (54.1%)

411  (47.0%)

316  (36.2%)

310  (35.5%)

197  (22.5%)

180  (20.6%)

141  (16.1%)

37  (4.2%)

関心と意欲を持つ

参加するきっかけ

家族の理解と協力

自分の自由時間を増やす

職場の理解と協力

環境や設備を整える

地域の理解と協力

その他

社会活動にもっと参加できるようにするためには、何が必要か


